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（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は15人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 市長から令和５年３月２日付、橋総第411

号をもって追加議案４件が提出されました。

議案はお手元に配付いたしております。これ

を今会期中にご審議願うことといたします。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、10番 土井君、

18番 岡君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（小林 弘君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は13人で

あります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、４番 森下君。 

〔４番（森下伸吾君）登壇〕 

○４番（森下伸吾君）皆さん、おはようござ

います。今回、一般質問でトップバッターと

なりましたが、今までこの議場で48回一般質

問をさせていただいておりますが、トップバ

ッターというのは数えるほどしかございませ

んので大変緊張しておりますが、ただ今、議

長のお許しを頂きましたので、通告に従い、

一般質問を行わせていただきます。 

 今回、一般質問としまして、魅力ある高野

口公園の整備についてお聞きいたします。 

 高野口公園は紀北地方で有数の桜の名所で

あり、その山頂から見る景色はすばらしいも

のがあります。しかしながら、美しい花を咲

かせる桜の木も老木期を迎えているものが多

く、今ある桜をどのように守っていくのかが

課題であります。 

 設置されている遊具や施設も老朽化してお

り、ミステリーハウスの屋根にはコケが生え、

訪れた方に寂寥感を与えています。さらに、

公園のシンボルである展望台ロサリオンは、

塗装が剥がれ、さびているところもあり、放

っておけば危険な状態になりかねません。 

 そこで、魅力ある高野口公園の整備につい

て、どのように取り組んでいるのか、当局の

見解をお伺いいたします。 

 続きまして、２項目めになります。学校の

欠席連絡デジタル化についてお聞きいたしま
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す。 

 学校への欠席の連絡は電話によるものが多

く、その時間に合わせて電話する保護者も大

変ですが、勤務時間外に本業でない電話当番

をする教員の負担も大きいと思われます。 

 欠席連絡がデジタル化されると、担任は学

校のどこにいてもＩＣＴ端末から情報を確認

することができます。朝の電話対応が減るこ

とで、登校している児童生徒の様子も余裕を

持って見ることができます。 

 また、欠席の情報を蓄積して共有しておく

ことで、多くの目で児童生徒の様子を把握す

ることにもつながります。担任や養護教諭な

ど、様々な職員にすぐに情報を共有すること

ができることや自動で出欠情報が集約される

ことなど、デジタル化の利点を生かすことが

できます。 

 そこで、本市の学校の欠席連絡のデジタル

化について、当局の見解をお伺いいたします。 

 続きまして、３項目めになります。デジタ

ルに不慣れな方のスマホ活用支援について、

お聞きいたします。 

 人生100年時代を迎える今、総務省によると、

約2,000万人の高齢者がスマートフォン（スマ

ホ）を使えないとされています。誰ひとり取

り残されないデジタル社会の実現に向け、公

明党は、高齢者や障がい者などデジタルに不

慣れな人に対して、スマホの基本操作や交流

サイト（ＳＮＳ）、インターネットの使い方、

オンラインによる行政手続きなどを丁寧に教

える、デジタル推進委員の配置拡大を推進し

ています。 

 デジタル推進委員は、本人や所属企業、団

体などからの応募に基づきデジタル相が任命、

国や自治体が取り組む地域の講習会などに携

わります。１月末現在で、任命された推進委

員は２万3,000人を超えました。昨年５月、公

明党は政府に対してデジタル推進委員の全国

展開を提言。同年12月に政府が閣議決定した

総合戦略では、2027年度までに推進委員を５

万人に倍増する方針が示されております。 

 そこで、本市のデジタル支援についての現

状と今後の取組について、当局の見解をお伺

いいたします。 

 ①本市のデジタル推進委員の現状について。 

 ②今後のデジタル推進委員の拡大について。 

 ③地域の中学生が講師として活躍する取組

についてをお聞きいたしまして、壇上からの

私の１回目の質問といたします。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君の質問項

目１、魅力ある高野口公園の整備に対する答

弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）おはようございま

す。 

 魅力ある高野口公園の整備についてお答え

します。 

 高野口公園は大正４年に名倉の公園として、

住民が桜やツツジ等を植え慰安の地となり、

昭和30年の町村合併により高野口公園となり

ました。この公園一帯は紀の川の清流を見下

ろし、眺めがすばらしく、桜の景勝地として、

毎年春には多くの人々が訪れています。 

 桜の寿命は種類にもよりますが60年から70

年とされており、樹齢が50年を過ぎると老木

と言われています。そのため、以前から高野

口公園の桜の植え替えを行っており、特に十

数年前からは緑の募金事業等を活用し、苗木

を植樹しています。また、公園利用者に危険

を及ぼすような老木については、適宜剪定や

伐採を行っています。 

 遊具については２か月に１回、目視点検を

行い、危険な箇所については適宜修繕を行っ

ています。 

 おただしの遊具や施設の老朽化については、
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展望台の改修及び高野口公園をはじめ他の公

園の遊具についても、有識者による専門的な

点検を実施するべく、係る経費を令和５年度

当初予算に計上しています。 

 今後も魅力ある公園とするために、活用方

法などについては関係部署や地域と連携しな

がら進めていきたいと考えますので、ご理解

のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）それでは、再質問をさ

せていただきたいと思います。 

 この高野口公園、地元の住民の方からは高

野口公園というよりも庚申山というように呼

ばれまして、大変親しみを持たれている場所

でもあります。 

 先ほどもありましたように、何といっても、

標高40ｍの山頂にあります展望台ロサリオン

から見る橋本市内の高野口町の景色というの

は、すばらしいものがあります。しかしなが

ら、橋本市民の方であってもロサリオンがこ

こにあるということを知らない方もまだいら

っしゃいます。 

 やはり、ここに訪れていただくには、車で

来られる方も多いとは思いますが、今、北側

から進入できる、京奈和自動車道のほうから

進入できるように今、道ができておりますが、

その周辺には駐車場はございません。ですの

で、今の整備された杉村公園を見ましても、

やはり大きな駐車場もございますし、利便性

がいいということもありますので、この北側

のほう、山頂のほうにもやはり駐車場も必要

じゃないかなというふうにも思います。 

 こういった点で、高野口公園の駐車場に関

してどのようにお考えなのかを教えてくださ

い。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）高野口公園の駐車

場についてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、高野口公園は南側か

らの進入路だけでなく、京奈和自動車道の側

道から、北側からも進入可能となっています。

現在、高野口公園内の南側の庚申閣の跡地に

駐車場が７区画あり、実際のところ、もう少

し駐車可能なスペースがあるんですけど、そ

の駐車場を利用していただいておるという状

況です。また、桜まつりの際には高野口駅北

側に臨時駐車場も設けています。 

 新たな駐車場の設置につきましては、必要

性とか用地、予算の確保等の課題もあります

ので、それらも含めて、まず調査が必要と考

えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

今のご質問については、またこの後ちょっと

写真を見ていただいて、もう少し詳しく行こ

うかなと思いますが、その前に展望台ロサリ

オン、やはり、先ほども言いましたようにま

だまだ知られていないということでもありま

すが、このロサリオンをもう少し地域資源と

してアピールしていくべきではないかと思い

ますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）展望台については、

平成２年ぐらいになると思うんですけど、ふ

るさと創生事業で建設されたものと聞いてお

ります。 

 展望台からの眺望というのは非常にすばら

しく、私も先日、久しぶりに行ってきたんで

すけど、西側を向いて景色が非常にすばらし

い状態になっていますが、南側を眺めていく

と、今現在、高い木が茂っていて、見晴らし

がちょっと見えにくくなっているというよう

な状況もございますので、周辺の木の伐採を

したほうがいいのではないかと考えておりま
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す。 

 また、来訪者が訪れやすくなるために、誘

導盤の設置や、眺望がすばらしいことをもっ

とアピールしていけたらいいのではないかと

考えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 では、私もこの高野口公園、申し訳ないで

すが、久々という形で、コロナであまりなか

なか行けてなかったのもあるんですが、行っ

てきましたので、今現状の写真を見ていただ

ければなというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 これが北側から、いわゆる京奈和自動車道

の側道から、上から入れる道であります。こ

ういった広い、６ｍですか、の道ができてお

ります。 

 もう少し進みますと、この奥が、見ていた

だいた奥側がロサリオンがある場所になりま

す。この辺りも少しスペースがありますので、

活用できないかなというふうにも考えたりは

しました。 

 この奥に遊具がありますが、遊具に関して

はいろいろな考え方があると思いますが、一

般的といいますか、昔からある遊具というこ

とになっています。 

 先ほどから出ています、これがロサリオン

という展望台になります。見ていただいたら

分かりますように、少しやはりさびていると

ころ、塗装が剥げているところ、全体的にや

っぱりそういったところが目立つなというふ

うに思っております。 

 このロサリオン、上から見ますと、こうい

った景色が見えるということになります。ち

ょうど西、南西の方向を向いていますが、こ

の辺りが高野口小学校ですが、もうずっと右

側を見ていきますと、かつらぎ町や紀の川市

までずっと見渡せる、すごくロケーションの

いい場所であります。 

 反対側のほうが、先ほど言ったように、こ

の辺がちょっと倒木が結構見えてきている、

いわゆる橋本、学文路方面へ向いて見ている

方向になります。 

 こういったすばらしい景色が見えるロサリ

オンですが、見ていただいたら分かるように、

こういった、さびて少し、このまま放ってお

いたら危険だなというようなところもござい

ました。 

 これがロサリオンの説明になっていますが、

下には寄附していただいた、そのときの高野

口の名士の方々の名前がいっぱい載っており

ますが、ここにも書いていますように、「高野

口町のシンボルタワーとして多くの人々に愛

され利用されるように希望し、ここに10分の

１のミニ・ロサリオンを建設しました」と書

かれております。 

 看板なんですが、こういうふうに、高野口

公園管理の看板なんですが、へこんでいると

いいますか、ちょっと傷んでいるような看板

も見受けられます。 

 これはロサリオンの真横にあります、昔か

らある案内版になりますが、皆さん方ご存じ

じゃないかも分かりませんが、この下にも書

いています、ロサリオンの下にローラースラ

イダーといって滑り台も、長い滑り台も実は

ここにもありました。 

 さらには、こっちにも書いていますように、

キャンプ場とかそういったものも、かつては

ということで、今はもちろんないんですけど。 

 これが、先ほどお話ししましたミステリー

ハウスと言われるものです。本当に見るから

にミステリーでございまして、中に何かおる

んかなと思って、のぞくのはちょっと怖いな

と思ってしまいます。 

 入り口はこうなっていまして、これカメラ

が曲がって撮ったんじゃなしに、実際、曲が
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って建っているんです。入ると平衡感覚を失

いますので、ミステリーハウスなんだなとい

うふうに思います。ちょっと、でも、これ入

るの怖いですね。１人で入るとなると、何か

おるんちゃうかなと思いますけど。 

 これが遊歩道、下に下りる遊歩道。ここに

多分、さっき言ったローラースライダー、い

わゆる滑り台、長い滑り台があったのかなと

いうふうにも思っております。 

 これがその中腹の、ちょっと空き地になっ

たところですが、寂しそうな、壊れた椅子が

ぽつんとありました。 

 先ほどからの老木なんです。結構、やっぱ

り、この桜の木も大分、年を取っているなと

いうのが、あちこちの桜の木を見ると感じま

した。 

 これ、ステージと言われるところですが、

少し広いところがあります。トイレもありま

すので、２か所ございました。 

 ここ、庚申山という山になっていますので、

どうしても、見ますと、崖といいますか、す

ごく傾斜がきついところがあります。ですの

で、やはりこれ危ないというのも確かにある

んです。子どもさんなんかがおると、ここか

ら転げ落ちるというのもあったりするので、

お年寄りはこの坂を上れというのは大変厳し

いとは思いますが。これも庚申山かなという

ふうには思いますが。 

 今、上から、北から見ました。これ南側か

ら、いわゆる駅から見た写真になります。だ

いたいの方はこの下の橋から渡って上がって

いくと思います。 

 ここから、さっき部長言っていただいてい

た駐車場、止めてみようかなと思って、私、

車で入っていたんです。そうしますと。 

 ごめんなさい、その前にこれ看板です。こ

の看板が新しくできて、最近設置されたもの

だと思うんですが、きれいに書かれた看板も

中にはありました。 

 車で上がっていたんですが、その言ってい

た、これが庚申閣跡の駐車場だと思いますが、

実はさっきの赤い橋を渡っていくと、この駐

車場へは入れないんです。ああ、ここから入

れれへんのかと思って、どこからこの庚申閣

の駐車場は入るのかなと、いろいろ、うろう

ろしてしまいまして、見てみますと、高野口

の墓地の入り口、これ橋を渡った、違う橋を

渡ったところですが、左に行くと高野口の墓

地になりまして、右に行ってみようと思って

右に行ってみますと、こういうふうに、先ほ

どおっしゃっていた庚申閣の跡地の駐車場に

行くということになりました。 

 ですので、この辺りもちょっとやっぱり、

なかなか地元の私でもやっぱり、なかなかど

こから入るのかなというふうに迷いましたし、

ここに駐車場があるということもなかなか分

かりづらいと。これはまた掲示板とかをつけ

ていただくのかも分かりませんが、分かりづ

らかったということになります。 

 南側から上がった場合、墓地から入ってい

く駐車場は入りやすかったんですが、先ほど

部長の答弁でもありましたように、北側から

入っていった場合、止める場所というのはさ

っきの庚申閣のところの駐車場へ行こうと思

ったら、ずっと下っていかないといけないわ

けです。 

 下り口の、これ二股に分かれているところ

で、これ右に上がっていかないと庚申閣の駐

車場に行けないということでした。ここには

もちろん看板とかは設置されていませんので

分かりませんでしたが、ただ、これを進んで

いきますと、乗用車１台通れるかどうかの、

すごく怖い、狭隘な道でもありまして、これ

ちょっと間違ったら、右側のいわゆる側溝に

脱輪するんじゃないかというような感じも見

受けられました。 
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 これはまた違う、八幡神社の駐車場だと思

いますが、こちらのほうが止めやすいのかな

とは思いましたが、これは神社の駐車場です

から、これを止めていいのかどうかというの

もあるとは思います。 

 ちなみに今回、４年ぶりに桜まつりがここ

で開催されます。このように、これ市のホー

ムページからちょっと抜粋させてもらいまし

たけども、４月２日に桜まつりの催物も行わ

れるということで、キッチンカーとかも来ら

れるということでありました。ライトアップ

もされるということで、４年ぶりなので私も

楽しみにしたいなというふうに思いますが。 

 ここでありましたように、ちょっと確認も

兼ねてなんですが、下を見ますと、「駐車場が

ありませんので、公共交通機関をご利用くだ

さい」とありました。ですので、先ほど高野

口駅前の臨時駐車場というお話もありました

が、これは４日が駐車場がないのか、その辺、

ここちょっと私も聞きたいなと思ったところ

で、桜まつりの期間中は北側の駐車場を使え

るのか使えないのかもあると思いますけども、

そういった点もお聞きしたいなというふうに

も思います。 

 ですから、二点ありますけど、一つ目は北

側からの、京奈和自動車道の側道から入って

いく、上から下っていく道というのはすごく

細くて、言うたら運転技術が必要な場所にな

っていますが、それで果たしていいのかどう

か、さらには、この桜まつりのときの駐車場

が果たして使えるのかどうか、その点をお聞

きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）一点目の、北側か

ら進入していくと駐車場がないというところ

ですけど、当初、最初に答弁させていただい

た庚申閣跡の駐車場というのが、議員ご指摘

のとおり、非常に分かりにくい案内となって

おります。案内看板には駐車場の位置も示せ

ておりませんでしたし、メインの進入のとこ

ろの赤い橋を渡って入っていくと駐車場に入

れないという状況で、実際のところはもう一

本、西側の橋のところから入っていくと駐車

場に入っていけるんですけど、そういうふう

な案内の表示もないというようなところで、

まずは今ある駐車場を分かりやすくするとい

うのは非常に大事かなと思います。 

 それと、北側から入ったところに駐車場を

というお話もありましたが、先ほども申しま

したとおり、必要性とかいろいろ課題もある

と思いますので、まずは検討からしっかりし

ていきたい、検討、調査からしっかりしてい

きたいと思います。 

 それと、二点目の、桜まつりのときの駐車

場ですけど、高野口駅側の駐車場、臨時駐車

場は設けます。ただし、台数が非常に限られ

ておりますので、皆さまの案内に関しては駐

車場がございませんというような形の案内に

なっておるんですけど、実際のところは臨時

駐車場という形で、何台かですけど確保でき

るような形を取らせていただいております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 そうしたら、桜まつりのときは止めるとこ

ろがあるということでよろしいですか。この

ホームページの書き方ですと、ないというこ

とになっていますので、私らはもし聞かれた

場合は、ないですというふうにも答えたりは

しますけども、ないもんやとも思っています

が、そこは、あるのであれば、そこはお伝え

してもいいものですか。その辺はどうですか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）先日開催され

ました区長会においても、駐車場が一部ある

ということは伝えさせていただいたんですが、
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駅の近くということもありまして、できるだ

け公共交通機関を利用してとご案内をさせて

いただいたところです。 

 全くないというわけではないですので、障

がい等をお持ちの方等、実行委員会に問合せ

があったときには、ご案内させていただきた

いと、そんなふうに思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 桜まつりは大変多くの方がいらっしゃいま

すので、駐車場あるとなったら、やっぱり殺

到してしまうのは確かだと思いますので、や

はり、なかなかないです、公共交通機関を使

ってくださいというふうに伝えるのが一番い

いのかなとは私も思いました。ただ、そうい

った方々に対しても用意はしているというこ

とだと理解いたしました。 

 経済推進部長も今お話しいただきましたの

で、お聞きしたいと思いますが、やはり庚申

山、いわゆる高野口公園、魅力ある場所でも

あると思います。さらにこの部分を、この公

園を経済推進部としてどのようにアピールし

ていくか、そこもお聞きしたいなと思います。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、桜まつ

りについては、今年、４年ぶりに開催すると

いうことで、私たちも本当に楽しみにしてい

ます。 

 併せてですが、庚申山、高野口公園の周知

を図るための一つとして、インスタグラムの

フォトコンテストを同時に開催させていただ

いたり、併せて、市内の飲食店等を回ってい

ただくような、町中お買い物シールラリーと

いうのも同時に開催させていただきます。 

 桜といいますと、季節が限定されて本当に

短期間になるんですけども、先ほどからお話

のありました、ロサリオンから見る景色とい

うのは本当に、夕日も含めてすごくきれいな

場所であると私も思っていますので、ＰＲ等

に引き続き努めたいと思いますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 そのＰＲ、しっかりとまたお願いしたいな

と思いますが、やはり行政でできることの限

界というのもございますので、今、こういっ

た施設なども民間の力を活用してアピールし

ていくということもございます。そういった

民間の力を借りるというようなお考えはいか

がでしょうか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）公園を利用してい

ただくためには、しっかりＰＲしていくとい

うのは非常に大事だと思います。経済推進部

とか、関係する民間の活動も含めた地域の

方々とも連携しながら、高野口公園の魅力を

ＰＲしていきたいと考えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）こういった公園なども

活用されている、そういった民間の企業もあ

ると思いますので、そういったところともし

連携ができるのであれば、さらに連携を深め

ていただいて、高野口公園をアピールしてい

ただきたいなというふうにも思います。 

 地元に住んでいる住民にとっては当たり前

の景色であるところが、ほかの外部の方から

見たらすばらしい景色であるというところは

あります。それがやはり地域の資源であると

いうふうにも思います。 

 田舎暮らし本の住みたい田舎ベストランキ

ングに和歌山県内で橋本市は１位になりまし

たけども、やはり全国的に見たら、総合分野

ではまだ第40位ということでもありますので、

まだまだ改善する余地はあると思います。 

 ですので、全国の総合第１位に近づけるよ

うに、さらに取組をお願いしまして、一つ目
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を終わりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、学

校の欠席連絡デジタル化に対する答弁を求め

ます。 

 教育長。 

〔教育長（今田 実君）登壇〕 

○教育長（今田 実君）学校の欠席連絡デジ

タル化についてお答えします。 

 朝の欠席連絡のデジタル化については、教

員の働き方改革が求められている中で、学校

運営の効率化を進める有効な手段の一つであ

ることと認識しています。 

 現状、学校では、教頭や事務職員等が電話

対応を行って欠席連絡を担任に伝えたり、直

接、学級担任が保護者からの電話連絡に対応

したりしています。新型コロナウイルス感染

症やインフルエンザの流行期には朝の電話連

絡は混雑することがありますが、それ以外の

時期には概ね混乱することなく対応できてい

ます。 

 昨年度、市内で欠席連絡のデジタル化を試

行的に行った学校があります。保護者が入力

する時刻と学校が確認する時刻が前後し、混

乱を来すことがあったと聞いています。また、

保護者と直接会話するほうがより詳細に児童

生徒の状況を把握することができるという意

見もあります。 

 このような状況ですので、すぐにデジタル

化を行う計画はありませんが、欠席連絡をデ

ジタル化することにより、欠席者が多い時期

には教職員の負担軽減を図れたり、保護者が

時間を気にせず簡単に連絡を行えたりという

メリットもありますので、今後、引き続き調

査研究を行っていきます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）それでは、再質問をさ

せていただきたいと思います。 

 本市の規模のような学校であれば、まだや

はりデジタル化をしなくても十分対応できる

というお話でありました。行政のデジタル化、

教員の働き方改革が進められる中で、いずれ

はこのデジタル化というのをしていかなけれ

ばならないときが来るとは思います。引き続

き調査研究をしていただけるということです

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、デジタル化を試行的

にやった学校があるということもおっしゃっ

ていらっしゃいました。その結果を受けて、

何か思われるところがあれば、お聞きしたい

なと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）まず、試行した学校

に状況を聞かせていただきますと、やはり、

メリットとしては、保護者の側からしてみた

ら、時間帯を気にせずに連絡を入れることが

できるというところはございます。また、運

用の仕方にもよりますけれども、電話連絡に

対応するために早朝から勤務を行う必要がな

くなったり、時間的な余裕を生み出すことも

できるかなと、そんなふうにも思います。 

 また、今、技術が進んできておりまして、

現在入れている校務支援ソフトとリンクでき

るような機能も出てきてはおります。そうな

ってくるとまた一層便利になるかなというよ

うなところもあるところです。 

 しかしながら、今、試行的に行った学校に

つきましては、現在あるものを使ってやって

おります。ですから、なかなかシステム上、

先ほど言ったようなメリットがなかなか見い

だせない部分もございます。 

 先ほど壇上で答弁もさせてもらいましたが、

保護者が入力してくれているにもかかわらず、

なかなかその情報がうまく担任のところまで

伝わらず、時間が前後して、結局は電話連絡
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をするようになっていたりとかというのもあ

るところです。 

 こういったところも踏まえて、教頭会でも

話をしたりしているんですけれども、このコ

ロナの状況の中では詳細に話を聞かせていた

だいたりということも必要だった。だから、

そういったところのメリットは現状の対応に

もあるので、導入するとするならば、どうい

った形で生かしていくか、ほんで、どんなも

のを入れるかという辺りを考える視点という

のは、この試行において情報は得られたかな

と、そんなふうに考えているところです。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）学校側、先生側として

は、やはり電話で保護者の方のお話を聞くこ

とで子どもの状況とか家庭の状況が分かると

いうこともありますので、一概にデジタルが

いいということは言えないところも確かにあ

るのかなとは思います。 

 ただ、やはり忙しい、やはり共働きという、

働いている方もいらっしゃいますので、そう

いった中で学校にその時間に電話するという

のはなかなか、働いている方にとっては結構

負担が大きいところもありますので、保護者

の立場に立ったら、やはりそこはちょっと考

えないといけないかなとは思いますので、そ

の辺、やはりまだまだこれから改善の余地が

あると思いますし、いろんなソフトが出てく

ると思いますが、念のためですが、今やって

いただいた、試行的にやっていただいた学校

というのは、小学校、中学校、どちらになり

ますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）小学校です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）小学校となりますと、

やはり状況がちょっと違うかなと思いますし、

中学校になったらまたその辺も、親御さんの

また考え方も変わってくるかなと思いますの

で、やはり小学校と中学校で少し捉え方は違

うかなとは思います。 

 このシステムに関しては本当に日進月歩、

本当にいろんなものがこれからも広がってく

るとは思いますので、今すぐには無理でも、

やはり導入する時期がいつかは来るという思

いで進めていただければなというふうに感じ

ます。 

 まだ本当に始まったばかりですので、二つ

目に関しましては、質問はこれで終わりたい

と思います。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目３、デ

ジタルに不慣れな方のスマホ活用支援に対す

る答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）デジタルに

不慣れな方のスマホ活用支援についてお答え

します。 

 まず、一点目の、デジタル推進委員の現状

ですが、デジタル庁は令和４年度から、誰ひ

とり取り残されない、人に優しいデジタル化

の実現のため、デジタル機器やサービスに不

慣れな方へのきめ細やかなサポートなどを含

め、国民のデジタルリテラシーの向上を総合

的に促進する取組として、デジタル推進委員

の募集、任命をしています。 

 推進委員は携帯ショップの定員、スマホ教

室や各講習会でのスマホの利用方法を教える

などのサポートをしています。本市でも民間

事業者と連携したスマホ教室を行っています

が、そのスタッフの中にデジタル推進委員の

任命を受けた方が数名いる状況です。 

 二点目の、デジタル推進委員の拡大につい

ては、現時点では国のデジタル推進委員の募

集案内等の周知は行っていませんが、今後、

スマホ教室の運営にあたり、デジタル推進委
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員の活用の場面も想定されるため、募集案内

を市のホームページに掲載し、周知したいと

考えています。 

 三点目の、地域の中学生が講師として活躍

している取組についてですが、現在の本市の

スマホ教室では、中学生を講師とした取組は

行っていません。今後、デジタルデバイド解

消に向け、受講しやすい環境や交流の場づく

りとして、中学生や高校生に講師として参加

いただく機会を検討したいと考えます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）それでは、再質問をさ

せていただきたいと思います。 

 一点目と二点目を併せて質問させていただ

きたいと思いますが、現在、スマホ教室を開

催されているということでありますが、その

内容とか、どれだけの方が参加されているか

というデータが分かれば教えていただきたい

と思います。 

○議長（小林 弘君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 スマホ教室につきましては、本年度からデ

ジタルデバイド対策、情報格差対策として、

民間事業者との連携によりまして実施してい

ますが、スマートフォンの触り方からカメラ

の撮り方、インターネット検索や市ホームペ

ージの閲覧、あと、買物で使う電子決済等ま

で、３回の講習を１クールとしまして、市内

八つの全ての地区公民館で実施しております。 

 参加状況ですが、９月から12月に行った第

１クールでは、定員138人に対しまして125名

の参加、１月から３月で実施しております第

２クールでは同じく定員138人につきまして、

本日現在で74名の参加ということになってお

ります。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 公民館で今やっていただいているというこ

とでありまして、本当に、定員138名に対して、

１回目は本当に、ほぼ満員になるぐらいまで

集まっていただいているということもあった

と思います。 

 地域によって、これも橋本市内でも地域差

があるのかなとは思います。集まる方が多い

ところもあれば、そうでないところもあるの

かなと思いますが、その辺はやはり周知の仕

方もまた考えていかないといけないのかなと

いうふうに思います。 

 本市のデジタル推進委員はほとんどが民間

の、例えば携帯ショップの店員とかが多いの

でしょうか。その点いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 本年度、民間事業者と連携してということ

でしたが、実質的には携帯ショップといいま

すか、そういうもうキャリアの方にお手伝い

いただきまして実施しておるというような状

況になっております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）といいますのは、やは

り携帯ショップの考えもあるとは思いますの

で、やはりなかなか高齢者の方へ継続的なフ

ォローアップということになれば大変難しい

ということも考えられます。よりきめ細やか

な対応ができるためには、やはりデジタル推

進委員の人員というのが必要になると思いま

す。 

 もう一つ確認ですが、本市のデジタル推進

委員は、報酬をもらわない無給のボランティ

アということでよろしいでしょうか。 



－24－ 

○議長（小林 弘君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 本市のデジタル推進委員なんですが、スマ

ホ教室を実施しておるキャリアに国のほうか

ら直接補助金が入りまして、実施しておると

いう状況になっています。なので、実質的に

スマホ教室を開催するという報酬につきまし

ては恐らくないかと思いますが、キャリアが

恐らく自分の会社の報酬としてやっておる、

そういうような状況になっていると考えられ

ます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）そういった店員、そう

いう企業の社員であれば、その辺は無給でな

いということになると思いますが、やはり、

５万人をめざしていこうということであれば、

そういったボランティアに頼るというのはな

かなか大変ではないかなと思います。特に無

給であれば、デジタルが得意な若い世代の方

に推進委員になってもらえるかどうかという

のは、やはりちょっと疑問に思うこともござ

います。 

 生活に困らず、時間的に余裕があって、会

社などを退職した60代以上の方々というのは、

そもそもその方々というのはデジタルに詳し

い人材が少ないので、やはり、デジタル推進

委員ということになれば、大変ハードルが高

いかなというふうにも思います。 

 そこで、この三つ目の質問につながってい

くんですが、デジタルに詳しくて、比較的時

間に余裕のある学生にそういった講師になっ

てもらえないかというのを今回提案したいな

というふうにも思います。 

 先日、ＮＨＫのニュースで大阪府豊能町の

取組を取り上げられていました。その様子を

見ましたら、いろいろと中学生の生徒が親身

に、お年寄り、高齢者の方々に対して、指導

というか、もうほとんど何かマンツーマンで、

おじいちゃんおばあちゃんと孫がしゃべって

いるような、本当に和気あいあいとしたスマ

ホ教室ということになっておりまして、本当

にどちらにとってもすごくほほ笑ましく、見

せていただきました。 

 豊能町の中学校の学校だよりというのがそ

の後発行されていまして、それを見ています

と、その中に書かれていたんですが、スマホ

教室に来られた方々はほとんどが高齢者の方

でしたが、中には質問内容を紙に書き出して

来られた方もおり、始まって間もなく満席と

なり、途中お待ちいただく方が出るほどの盛

況ぶりでありましたと。生徒たちはみんな親

切に、そして丁寧に対応してくれましたと。

笑顔を忘れず明るく対応してくれたこともあ

って、帰られる高齢者の方々はみんなうれし

そうで、笑顔で帰られて行きましたと。高齢

者にとっても助かるし、学生にとっても人に

教える、いい経験でもあると思います。 

 そういった、学生に講師になって参加して

もらう機会を検討していただけるということ

でありますが、その点に関して、もう少し詳

しく教えていただければと思います。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）このご質問

を頂いたときに、私もそのＮＨＫの番組を見

させていただいて、やはり高齢者が多かった

ということと、それから現実的にはやはり高

齢になればなるほどスマホを使いこなせてい

ないという悩みも多く持たれているのが現状

かなと思います。 

 そのテレビの中では、何に困っているか、

何を教えてほしいかというと、ＬＩＮＥのや

り取りのやり方であったりとか写真の撮り方

であったりとか、また、その保存方法であっ

たりとかというところが分かりづらいよとい
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う質問が多かったようにお見受けしますし、

また、中学生が親切に、意欲的に取り組んで

おられた様子も拝見いたしましたので、今す

ぐにしていきますよということはこの場では

お答えしにくいんですが、やはり教育委員会

や学校との調整もございますので、中学生や

高校生に向けてまた調整を行っていきたいな

と思っています。 

 それから、今年度につきましては前半にな

るんですけれども、マイナンバーカードの交

付申請を地域に回ったときにキャリアにお願

いしまして、スマホ教室ではなくスマホ相談

会みたいなのを開かせていただきまして、マ

ンツーマンで分からないところを店舗の方に

教えていただいたりということも、数回です

けども、させていただいた実績がございます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 放送を見ていただいたとおり、本当に双方

にとってメリットも感じられる取組ではない

かなと思いますので、どうかまたその辺に関

しても研究を進めていただきたいなと思いま

す。検討していただきたいなと思います。 

 そもそも高齢者がデジタル、スマホとかを

使わない、あまり自分が必要でないというふ

うに感じているので、やはり使わないんじゃ

ないかなというふうなことも感じました、あ

れを見ていまして。やはり高齢者にデジタル

活用を進めるためには、利用したいと思える

コンテンツとかサービスを用意することが必

要じゃないかなと思います。 

 ＮＨＫのニュースの例を見ていましても、

豊能町の中では乗合タクシーを予約できるア

プリを導入しており、それを使うためにスマ

ホの使い方を覚えようとしている高齢者の方

もいらっしゃいました。本市としてもそうい

った点で、こういった高齢者が使いたいよう

なコンテンツ、サービス、アプリとかを進め

ていくべきではないかというふうにも思いま

すが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）おただしの

ように、スマホを使うと便利に暮らせるとい

うところをアピールすれば、やはり高齢者の

方も在宅、居ながらにしていろんなサービス

が受けられる、行政サービスももちろんなん

ですけれども、そういうふうに考えられるか

と思いますので、今後また検討して、順次進

めていきたいと思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）高齢者の方が本当にス

マホを使いたいと思って、意欲を持って、興

味を持っていただければ、教える側のデジタ

ル推進委員の方のモチベーションといいます

か、その役割というのも高くなってくると思

います。 

 デジタル推進委員の確保には時間がかかる

かも分かりませんけども、そういった、高齢

者の方のために役に立っていただけることが

できれば、やはりその方にとってもやりがい

が生まれていくと思いますし、デジタル推進

委員になりたいなという方も増えてくるかも

分かりませんので、そういったことも併せて

調査研究をしていただくことを要望いたしま

して、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時35分まで休憩いたします。 

（午前10時21分 休憩） 

                     

（午前10時37分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 この際、申し上げます。 

 午前中の日程第１ 会議録署名議員の指名 
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において、18番岡君を指名すると発言いたし

ましたが、15番中本君に訂正させていただき

ます。ご了承願います。 

 それでは、日程に従い、一般質問を行いま

す。 

 順番２、５番 板橋君。 

〔５番（板橋真弓君）登壇〕 

○５番（板橋真弓君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従い一般質問させていただきます。 

 今回は２項目。１項目めは、大人こそ絵本

を読もう。絵本の力で橋本市を元気に。 

 20年余りにわたって絵本の普及活動に取り

組んできた作家の柳田邦男氏によると、「絵本

には、力がある。大人が読めば、生と死や人

生の意義など根源的なことを考えるきっかけ

になる。絵本は人生に３度楽しめる。子ども

の頃に親に読み聞かせをしてもらったり自分

で読んだりする１度目。２度目は自分が親に

なって子どもに読み聞かせをしてあげるとき。

３度目は中高年になってから。本を読んだり、

映画を見たりするのがしんどくなってきたと

き、絵本を開くとハッとすることがある。人

生経験を積んだ分だけ深く読むことができ

る」というのです。 

 「大人こそ絵本を読もう」普及活動の一助

として、絵本専門士という資格があります。

資格取得者は500人を超え、全国各地で絵本文

化の振興のため、様々な活動をしています。

コロナ禍やウクライナ侵攻などで不安定な状

況であるにもかかわらず、普及活動が実を結

び、今、絵本市場が拡大しています。 

 北海道士別市のしべつ絵本ツアー、北海道

当別町の０歳から６歳児への絵本プレゼント、

佐賀県伊万里市黒川町のまちかど絵本箱など、

絵本専門士や講座受講者が中心となって、自

治体とともに絵本文化を盛り上げています。 

 自然豊かな橋本市でも絵本文化を盛り上げ

て、豊かな心を持つ市民の連帯を広げてみま

せんか。本市の見解をお伺いします。 

 ２項目めは、ボランティアポイント制度の

導入について。 

 高齢化の進展による介護需要の増大は、日

本が直面する重要課題の一つです。介護予防

の取組とともに、介護サービスの支え手の裾

野を広げる手だてが必要だと考えます。 

 そこで注目したいのが、介護支援のボラン

ティア活動を通じて、地域で交流し、支え合

いの関係の構築を促すボランティアポイント

制度です。 

 散歩補助や行事の手伝いといった介護ボラ

ンティアなどに参加するとポイントがたまり、

商品券などと交換できる仕組みです。参加者

本人の介護予防や介護給付費増大の抑制にな

るだけでなく、ポイント利用が地域活性化に

もつながるとして実施する自治体が増え、20

年度までに599市区町村に拡大しています。ま

た、介護ボランティアへの参加には生きがい

づくりの意義もあります。本市の導入への見

解をお伺いいたします。 

 以上２項目、私の壇上からの１回目の質問

とさせていただきます。ご答弁、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君の質問項

目１、大人こそ絵本を読もう、絵本の力で橋

本市を元気にに対する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（堀畑明秀君）登壇〕 

○教育部長（堀畑明秀君）大人こそ絵本を読

もう、絵本の力で橋本市を元気にについてお

答えします。 

 本市では読書に関連した計画として、橋本

市子ども読書活動推進計画を策定しています。

読書活動の推進のための基本的な方向と具体

的な方策を明らかにし、総合的・体系的に取
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り組むことによって、読書を楽しむ習慣を日

常生活に根づかせることを目的として、令和

２年度に第３次計画を策定しました。 

 この計画では、子どもの発達段階に応じた

取組の推進、子どもが読書に親しむための環

境の充実、子どもの読書に関わる人の育成の

三点を基本方針として、関係機関と連携・協

力を進めながら様々な取組を行っているとこ

ろです。 

 そのうち絵本に関する取組として、４、５

か月児健診を受診する全ての親子を対象に、

家庭教育支援チーム「ヘスティア」が絵本の

読み聞かせとプレゼントを行うブックスター

ト事業を実施しています。絵本の大切さや読

み聞かせの方法について伝え、赤ちゃんと保

護者、ヘスティアチーム員が絵本を介して心

触れ合うひとときを持っています。 

 そのほか、図書館、公民館、子育て世代包

括支援センターなどが行っているママパパ教

室や親子交流を目的とした赤ちゃん広場など、

様々な場所で読み聞かせや絵本を手に取りや

すい環境づくりのための取組をしています。

また、市内に民間の絵本館が開館するなど、

絵本に親しむための環境は充実してきていま

す。 

 ただ、この計画は子どもの読書活動推進を

中心としたものであり、周りの大人は子ども

と本をつなぐかけ橋の役目を果たすこととな

っています。子どもとその保護者以外の方に

とっては絵本に触れる機会は少なく、なじみ

がない方が多いのが現状と思われます。 

 このような中、図書館では令和４年８月19

日に本のボランティア講座を開催しました。

この講座は、年代を問わず、読み聞かせを始

めたい人、本の選び方に悩んでいる人に向け

て開催したものです。絵本になじみのない年

代の方にも、読書に親しみ、さらには読み聞

かせなど本を通じた交流にも参加いただける

よう、今後もこうした催しを企画したいと考

えています。 

 読書は感性を磨き、知識を得て、考える力

を育て、表現力、想像力を高めます。今後も

絵本を含む読書活動の推進に努め、豊かな心

を育む読書文化が醸成されるよう努めていき

ます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君、再質問

ありますか。 

 ５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）橋本市子ども読書活動

推進計画に基づいた基本方針の三つの観点に

おいて、絵本に関する取組についてご答弁い

ただきましたけれども、このことをもう少し

詳しくお伺いします。 

 まず、子どもの発達段階に応じた取組とし

て、ブックスタート事業について詳しく教え

てください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ブックスター

ト事業についてご説明します。 

 先ほどの壇上の答弁にもありましたように、

ブックスタートは、４、５か月健診時に子ど

もが来られます。だいたい平均して25名程度

なんですけれども、その際に親子を対象にヘ

スティアのメンバーが、絵本の読み聞かせと、

それから、今６冊ございます絵本の中から１

冊、本をプレゼントしています。 

 この読み聞かせは平成25年４月から始めて

おりまして、絵本のプレゼントにつきまして

は平成27年９月から開始しているところです。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）一緒に聞いたらよかっ

たんですけど、ママパパ教室や赤ちゃん広場

での絵本の取組はどんな感じですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ママパパ教室
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につきましては、年４回開催しています。１

回３教室をやるんですけれども、ここでは絵

本の紹介コーナーというのを設置しておりま

す。赤ちゃんとの触れ合いや関わりを持つ機

会として絵本を紹介しているところです。 

 また、赤ちゃん広場につきましては、毎月

１回、市内の保育園など７か所で実施してい

るところです。参加者は生後３か月から８か

月の子どもと保護者の方が来られます。子育

て支援センターの保育士による絵本の読み聞

かせを行って、絵本を楽しむきっかけづくり

を行っています。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）絵本て高いですよね。

１冊1,500円とかぐらいするんですけれども、

この１冊プレゼントというのは、絵本の費用

というのはどこから出ているんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）今やっている

ブックスタートにつきましては、絵本という

ことで、絵本はＮＰＯブックスタートにお願

いさせていただいて、購入しています。市価

よりちょっと安くお分けいただいておるわけ

ですけれども、絵本代としては予算的には１

冊500円で、人数分ということで計上しておる

ところです。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

それは本当に、500円は安いので、本当によい

ことだと思います。 

 続いて、二点目の、読書環境の充実につい

てですけれども、図書館、公民館、児童館、

こども館での主な取組はどんなものでしょう

か、環境面で。結構充実はしているように思

うんですけども、具体的にはどういった取組

をされていますか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のご質問にお

答えいたします。 

 令和４年度で申し上げますと、図書館では

毎週土曜日にボランティアによる読み聞かせ

を実施しています。また、高校生に読み聞か

せボランティアの養成講座を実施いたしまし

た。 

 公民館でも、新しく購入した絵本を館報に

掲載したり玄関ホールに置いたり、手に取り

やすい環境づくりを心がけています。また、

本の会「コスモス」や家庭教育支援チーム「ヘ

スティア」といった団体の方に依頼し、読み

聞かせ会を実施しています。ナチュラルブレ

イクでは絵本のリサイクルも実施しました。 

 児童館も同様に、館報に新刊の紹介や読み

聞かせの機会を掲載しています。図書室を明

るく落ち着いて本が読める環境に整えており、

そうした中で子ども同士の自然な読み聞かせ

の場面を見ることができました。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）絵本のブックコーナー

とかもすごく工夫されていて、すごくすばら

しいといつも思っております。 

 それでですけれども、図書館での絵本の蔵

書数、それから、内容については子ども向け

でしょうか。その選定についてはどなたがさ

れていますか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）ご質問にお答えし

ます。 

 図書館の蔵書数ですけれども、約17万1,000

冊ありまして、そのうち絵本は約１万7,100

冊、紙芝居が約2,000冊あります。選定は出版

された本が分かる冊子を見て、図書館司書が

本の内容、絵や文、利用状況の傾向や来館者

の要望、話題の本などを考慮して購入してい

ます。 
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○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）１万7,100冊と、かなり

たくさん充実はしているのかなとは思うんで

すけれども、新しさというか、その点はいか

がでしょうか。 

 それと絵本の購入費ですけれども、先ほど

はブックスタートに関してはお安くなってい

るということだったんですけれども、図書館

の絵本は傷んだらやっぱり入れ替えたりとか

というのがあると思いますので、その点はい

かがですか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）ご質問にお答えし

ます。 

 令和３年度ですけれども、絵本は年間約450

冊購入しておりまして、購入費は約72万円と

ということになってございます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）450冊では十分な数と言

えますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）450冊が十分な数か

どうかというところにつきましては、予算の

範囲で必要な冊数を購入していると認識して

おりますけれども、その点についてはまた教

育委員会の中で検討していきたいと思ってい

ます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）内容は司書が選定され

ているということだったんですけれども、主

にだいたい子ども向けの形でしょうか。ちょ

っと内容まで聞いていいのかどうか分からな

いんですけど、ちょっとお答えください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）内容につきまして

は、やはり子ども向けが中心のものとなって

ございます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）多分そういう、やっぱ

り子ども向けの読書の推進計画ですので、そ

ういう方向で進んでいるのかなという予測は

していました。 

 続いて、民間の絵本館、これは高野口のた

まご絵本館のことだと思うんですけれども、

ちょっと調べますと、新しくてすごい、民間

ですばらしいものができたなというふうに思

っていたんですけども、検索しますと、３月

末まで施設増築のため長期休館中ということ

で、今お休み中ということになっています。 

 ４月からリニューアルオープンということ

で、これはもう事業がちょっと傾いているっ

とかそんなのではなくて、テイクアウト施設

をさらにつけてオープンするということで、

よりゆっくりと過ごせる場所にレベルアップ

するという内容です。 

 私もちょっと分かっていなかったんですけ

れども、11月にはこのたまご絵本館で大人の

読み聞かせ会を開催されているようです。で

すので、すばらしいことだなというふうに、

ちょっとうれしく思いました。 

 たまご絵本館は企業とかの応援者を募って

運営されていて、地域の子育てをしっかり応

援するということで、民間ではありますけれ

ども、かなりうれしい、頑張っていただいて

いるなというふうに思います。 

 内容は、中学生対象にロゴとイメージキャ

ラを募集したりとかということで、地域も、

中学生とかももうみんな巻き込んでそういう

取組、橋本市の文化的財産というべき、本当

に新しい、いい施設を作っていただいたなと

いうふうに認識しております。 

 三つ目に移ります。読書に関わる人の育成

についてということで、答弁には、周りの大

人は子どもと本をつなぐかけ橋の役目を果た

すというふうになっていたんですけれども、

その点で、ボランティア講座について詳しく
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教えていただきたいなというふうに思います。

参加者の年齢層といいますか、それとあと、

ボランティア講座の目的とその成果について

お答えください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のご質問にお

答えいたします。 

 図書館では本に親しんでいただく企画とし

て図書館講座を開催しています。令和４年度

は読み聞かせの基本をテーマに、日本図書館

協会認定司書である坂口佐知子氏を講師に招

き、開催しました。読み聞かせを始めたい方、

読み聞かせのコツを知りたい方、本の選び方

に悩んでいる方など、年齢を問わず、どなた

でも参加いただける講座として開催していま

す。 

 参加者は22名で、年齢層は20代が１名、30

代が１名、40代が４名、50代が４名、60代が

６名、70代６名となっております。アンケー

トでは、「自分のために絵本に出会って、読み

たいと思います」や「読み聞かせのヒントや

発達段階にマッチした選書の学びを得た」な

ど好評を頂きました。読み聞かせに関心を持

ち、今後本を通じ、地域で活動していただけ

る方の裾野が広がっていくことを期待してい

ます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）今お答えいただいたの

では、年齢層も結構、60代、70代が６人とい

うことで、高齢というか大人の方がたくさん

参加されていると。しかも、自分自身が本に

親しむとか読み聞かせを楽しんでいるという

ような内容でしたので、ただ単に子どもに本

をつなげるということだけではないというこ

とも、今の説明でよく分かりました。 

 今回の私のテーマ、大人こそ絵本を読もう

ということなんですけれども、そもそもノン

フィクション作家の柳田邦男さんが絵本の普

及活動に取り組むようになったきっかけとい

うのが、次男さんを自死、自殺ですよね、で

亡くされたということで、当時、茫然自失で

訪れた本屋に、かつて次男に読み聞かせた懐

かしい絵本が並んでいたということで、20年

以上もたっているのにです。 

 超ロングセラーというべきものだというこ

とで、その中に宮沢賢治の『よだかの星』が

あったということで、「生や死や人の苦しみ、

孤独が描かれている。絵本は何も子どもだけ

が読むものではない。大人が読めば、生と死

や人の人生の意義など根源的なことを考える

きっかけになる。自分を見つめ直すこともで

きる。そのときから大人こそ絵本を読むべき

だと思うようになった」そうです。 

 そして、大人こそ絵本を読もうということ

で、20年余りにわたって絵本の普及活動に取

り組んできた成果がだんだんと実を結んで、

この絵本専門士という資格ができたというこ

とです。 

 この絵本専門士なんですけれども、文科省

の下部組織の国立青少年教育振興機構が主催

していて、国家資格にも並ぶというか、匹敵

するぐらい難しい資格ということで、今は９

期生で、先ほども言いましたけども、全国で

500名ぐらいの専門士がいてはるということ

です。 

 そこで、また質問ですけれども、絵本専門

士についてお伺いします。県内には何人、橋

本市にはいますか。あと、資格を取るにはと

いうことで、条件等も教えてください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のおただしに

お答えします。 

 絵本専門士は国立青少年教育振興機構が認

定する資格で、絵本に関する高度な知識、技

能及び感性を備えた絵本の専門家です。 

 国立青少年教育振興機構のホームページで
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は、認定者数と認定者のうち掲載希望があっ

た方の名簿が掲載されています。それにより

ますと、和歌山県内では４名認定されており、

うち本市のヘスティアチームの方も１名、資

格を取得されております。 

 養成講座受講の要件としましては、絵本に

関する実務や活動を３年以上されているなど、

絵本に関する一定の知識や経験を備えた方が

対象となっており、図書館司書や幼稚園や小

学校の教諭、保育士、読み聞かせ活動の経験

を有する方などが挙げられています。 

 直近の養成講座は、東京で土日に開催され

る講座を計10日受講し、受講料は８万円とな

っています。本市の保育士や小学校教諭など

が受講する場合、受講日が土曜日、日曜日で

すので、所属先にて勤務日を調整する等の配

慮は可能です。また、自己研修のための費用

負担は人事担当課との協議の上となります。 

 本市の絵本専門士の資格をお持ちの方は、

ヘスティアでの活動以外にも、既に本に関す

る様々な活動に関わっていただいております。

今後も、絵本や読み聞かせに関する講座を企

画する際の助言や講師などで協力いただきた

く思っておるところです。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）自己研修の

ための費用負担は人事担当課との協議の上と

いうことで今答弁させていただいたので、そ

の観点からちょっとお答えさせていただきた

いと思います。 

 業務に係る職員の研修や資格取得などにつ

いて、現在も業務遂行に必要な経費について

は公費で負担しているところであります。今

後も様々な分野において、業務に必要なもの

や市民サービスに還元されるものについては、

職員が研修や資格取得に行く場合については

公費で支出すべきものと考えていますので、

そういった観点から今後も判断していただき

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

ヘスティアに１名いるということで、すごく

もううれしいです。部長からも公費で負担し

ていただけるということで、市民サービスに

還元できるように、本当に１人でもたくさん

の絵本専門士が増えればいいなというふうに

思っています。 

 そこでですけど、もう既にヘスティアの方

が、絵本専門士が活動していただいていると

いうことなんですけれども、もっともっと橋

本市の宝の人材ということで、私も初めて知

りましたので、もしもその方が講師として講

座なんかを開いていただいたら、たくさんの

市民が参加したいという方が現れると思うん

ですけれども、そういった講座とか勉強会等

の開催は可能でしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のご質問にお

答えします。 

 本に親しんでいただくための図書館講座の

今後のテーマに、絵本のセレクトや絵本を楽

しめる企画を検討していきたいというふうに

思っています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）既に、絵本を楽しむと

いうことで、大人も楽しんでいるよというお

答えやったんですけれども、まだまだやっぱ

り子ども向けというところが多いのかなとい

う印象があるので、専門士による大人向けの

セレクトというか選定というもので、そのこ

とに特化してというか、今までは子ども向け

が中心だったので、大人向けの講座、楽しむ

講座、養成講座の実施というのは可能なんで

しょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 
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○教育部長（堀畑明秀君）高齢者に特化した

読み聞かせというのは行ってはいないんです

けれども、コロナ以前は年６回、みんなのた

めのストーリーテリングとして、また、それ

とは別に年３回、大人のためのお話の会とし

て、おはなしのいすというボランティア団体

に依頼し、絵本や紙芝居などの読み聞かせを

開催していました。ウィズコロナに向け、こ

のような企画の再度開催を計画してまいりた

いと考えております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

おはなしのいすなどが高齢者に向けても、そ

ういうボランティアの活動をしていただいて、

読み聞かせなんかを楽しんでいたということ

で、今後もそれはまた継続して、意識的にや

っていただければなというふうに思います。 

 それでなんですけれども、ちょっと提案が

ありまして、ここで他市町の取組を紹介した

いと思います。モニターをよろしくお願いし

ます。 

 まずは東京都荒川区、柳田邦男絵本大賞で

す。これは第15回ということなんですけれど

も、もう15年続いているということです。子

どもから大人まで、毎年夏に読んだ絵本の感

想を柳田さんに手紙形式で送ることができま

す。募集期間は７月初旬から９月末まで、毎

年1,000通を超えるということで、部門は子ど

もの部と一般の部という形で、大人も応募で

きるというような内容です。 

 その中から柳田さんが選考を行って大賞や

優秀賞などが選ばれるのですが、選ばれると

柳田さんから手紙の返事と柳田さんセレクト

の絵本を３冊プレゼントされるというような

企画です。あと図書カードとかＱＵＯカード

とかも頂ける、参加賞はＱＵＯカードという

ことで、こういった企画をされています。 

 本市でも開催できないでしょうかというこ

とで、柳田邦男さんに審査をしてもらえれば

一番最適なんですけれども、それは無理だと

しても、企画審査委員を絵本専門士を交えて、

審査委員を公募するか、どなたか企画して、

このイベントをやってみませんかということ

なんですけども、このイベントはできるでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今ご提案いただき

ました荒川区の絵本大賞につきまして、絵本

の感想を手紙にし、応募し、選考するもので

す。柳田邦男さんのいらっしゃる荒川区と同

じ形式で本市が取組できるかどうかというこ

とはお約束できませんけれども、絵本大賞の

目的である、子どもから大人まで絵本の読書

を普及するという視点を持った取組をしたい

と考えています。 

 図書館では今までも、大人のための絵本の

コーナーを設置したり大人のためのお話の会

を開催したり、子どもだけではなく大人も絵

本に親しむ取組を行ってきましたので、こう

した企画を引き続き取り組んでいきたいと考

えています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）あと二つか三つ提案が

ありまして、次の提案、北海道士別市、しべ

つ絵本ツアーということで、今回はやまびこ

号という車でのイベントということで、毎年

１回、市内の５か所と私が調べたときにはな

っていたんですけど、今回は７か所に読み聞

かせの場を設けて、親子で各会場をめぐって

スタンプを集めるというスタンプラリーを年

に１回するということで、全部がそろったら

絵本１冊もらえるという催しなんですけれど

も、年に１回なのでぜひやってほしいなとい

うふうに思っているんですけど、その点はい

かがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 
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○教育部長（堀畑明秀君）ただ今の士別市の

絵本ツアー、スタンプラリーということなん

ですけれども、図書館で毎週土曜日に開催し

ている読み聞かせやストーリーテリングに来

ていただいた方にスタンプラリーを実施する

ことは可能かと考えています。 

 スタンプの引き換えの記念品は工夫が必要

ですけれども、読み聞かせそのものを楽しん

でいただくことが大事だと考えております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

本当に、楽しんでやっぱり絵本も、足も使っ

てあちこち移動しながらというのも、なかな

か視点が変わって楽しいのかなというふうに

思います。 

 可能だということなので、機会を見てやっ

ていただけたら、それが毎年続いたりとかし

たら、みんな楽しみになって、だんだん絵本

人口も増えるんじゃないかなというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 次なんですけども、ここからはちょっと民

間の団体が絡んでいるというか、これも北海

道の一般社団法人北海道ブックシェアリング

の寄附フォームということで、この右のほう

に青字で書いているんですけども、読書環境

整備基金ということで、年々悪化していく道

内の読書環境の改善をめざしということで、

2008年に教育関係者と図書館関係者で設立さ

れたボランティア団体ということで、東日本

大震災の後、図書館の建設とか、ちょっと大

きいことになるんですけれども、再開支援の

読書現場の復興支援を手がけたということで、

それがきっかけでこれができたんですけれど

も、個人で3,000円、団体だったら１万円とい

うことで、それぞれご寄附を頂いたものを活

用してやっていくということで、なかなか今

ちょっと物価高でもありますし、何のきっか

けもないと、なかなかは難しいかもしれない

んですけれども、こういった取組もあります。

なので、民間はこんなふうに頑張っていると

いうことです。 

 続いて、当別町の君の絵本箱。これもすご

い豪勢なんですけれども、君の絵本箱プロジ

ェクトということで、北海道の子どもたちの

未来を考えるということで、この発起人の人

は３年かけて子どもたちに100冊の本をプレ

ゼント。赤字のところ、「この世に生まれてき

てくれた赤ちゃん全員に君の絵本箱と100冊

の絵本を届けたい」ということで、絵本箱に

関しても協力者が現れて、家具工房旅する木

というところの方が120冊入るという木でで

きた絵本箱を、もう生まれた瞬間に子どもに

渡すと。 

 ここでも専門士が活躍するんですけれども、

セレクトを60冊、強い協力者ということで、

ロングセラー絵本から60冊を選んで、それを

できたときに送るというプロジェクトをされ

ている団体です。 

 ここでもまた、もう一人ということで柳田

邦男さんが登場します。絵本は最強の応援者

ということで、「絵本は人生に３度、大人が変

われば子どもが変わり、地域が変わる」とい

うふうにして、こういった事業にも柳田邦男

さんが参加されていて、先日、キックオフが

行われたということで、３年来の夢が実現し

たということです。 

 最後なんですけど、佐賀県伊万里市の黒川

町ということで、これはもうまちかど絵本箱

ということで、ちょっと読んでびっくりした

んですけど、市町内の８か所に誰でも借りら

れるまちかど絵本箱を設置するということで、

これはだから返却とかしなくても、全然もう

置きっ放しで、町やからできるんかなと、橋

本市ではなかなかできないかなというのもあ

ったんですけども、こういった取組を各市町

で取り組んでいただいているということで、
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もう本当に、もう文化は着実に橋本市、絵本

文化は進んでいっているなというのは感じま

した。 

 そして、最後に提案ですけれども、今回の

テーマである「かける橋・本、大人こそ本を

読もう」というのを、プロジェクトチームと

いうのが何かできたらええのになと思って、

それを結成して、より一層、橋本のまちの絵

本、企画をいろいろしたりとか、先ほど言っ

たような内容であったり勉強会を取ったりと

かいうのを絵本専門士を中心に取っていただ

ければ、私も参加したいなというふうに思い

ます。 

 結びに、紀の川の美しい自然に育まれたこ

の橋本市で絵本文化を盛り上げて、心豊かな

市民の連帯を広げていくことを要望して、一

つ目の質問を終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、ボ

ランティアポイント制度の導入に対する答弁

を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ボランティア

ポイント制度の導入についてお答えします。 

 介護支援のボランティア活動を通じて地域

で交流し、支え合いの関係構築を促すボラン

ティアポイント制度は、介護保険制度の地域

支援事業のうち地域介護予防活動支援事業の

枠組みを活用する事業であるとともに、介護

分野の人材確保の手法としての位置づけもあ

るものです。 

 既に導入している自治体の事例では、介護

予防の観点から、高齢者をポイント付与の対

象に高齢者施設等を受入先として、お茶出し

や配膳等の補助、入所者の話し相手をしてい

ただくことで１時間の活動を１ポイントとし、

10ポイントで1,000円と交換できるといった

制度があります。 

 制度の導入にあたっては、地域の人口の年

代別構成や高齢化率、福祉・医療施設の数や

介護保険認定者の状況、高齢者の生活状況や

地域活動の参加状況など現状分析をした上で、

介護予防をはじめとするどのような課題をボ

ランティアポイント制度によって解決するか

を明確にする必要があります。 

 ボランティアポイント制度が高齢者の介護

予防や地域活動に参加するきっかけになる場

合もあるかと考えますが、本市においては、

元気な高齢者を中心に地域で様々なボランテ

ィア活動に取り組まれています。無理のない

範囲でできることをするというボランティア

活動を長く続けていただくために、地域や団

体を通じた既存の交付金や補助金制度により

支援していきたいと考えていますので、現段

階では介護保険制度に基づくボランティアポ

イント制度を導入する予定はありません。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君、再質問

ありますか。 

 ５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ボランティアポイント

制度を導入する予定はないということで、現

在、橋本市においては地域で元気な高齢者に

よるボランティア活動が活発に行われている

というような説明であったと思います。今の

状況を教えてください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 本市では元気な高齢者が中心となって、

様々なボランティア活動が行われています。

地域のつながりや支え合いの基盤となってい

るところです。中でも第２層協議体を中心と

した活動が徐々に活発化してきています。 

 例えば、高野口地区のささえ愛高野口の活

動として、ごみ出しや庭の草むしりなど、ち

ょっとした地域の困り事を１回200円のチケ
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ット制で助け合う制度が始まっています。ま

た、紀見北地区の第２層協議体、君来たひろ

ばでは、申込みがあった人を対象に福祉電話

訪問を定期的に実施するなど、ボランティア

活動に取り組んでいただいています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）活発に高野口のほうで

も、ささえ愛高野口とかで活動されていると

いうことで、あと、既存の交付金や補助金制

度にはどのようなものがありますか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）既存の交付金

や補助金制度についてのご質問ですけれども、

現在、本市では区や自治会を対象としたＳＤ

Ｇｓ交付金という制度があります。その中に

は、75歳以上の高齢者の人数を基準に一人当

たり1,000円を交付させていただいています。 

 また、介護保険の制度を利用した通いの場

として地域で開催されている地域ふれあいサ

ロン事業というのがあります。この補助金で

は１開催当たり1,000円とか参加人数１人に

応じ100円の基準を設けて、それぞれのサロン

に支援しているところです。サロンには、令

和３年度ですけれども44団体ございまして、

総額437万円の補助を行っているところです。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）かなり活発に、44団体

ということで、私の地域にもサロンはありま

す。介護予防の観点からということで考える

と、市の取組としてはどんなことをされてい

ますか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）介護予防の観

点の市の取組として、わかやまシニアエクサ

サイズを中心としたげんきらりー自主運営教

室が令和３年度末で43か所ございます。年間

でその参加者数は２万2,432人ということで、

多くの方が参加されております。 

 また、いきいき百歳体操自主運営教室とい

うのもボランティアで運営されておりまして、

令和３年度末時点では市内で７か所ございま

す。今、着々と増えているところですけれど

も、令和３年度では延べ1,775人の参加があっ

たということです。 

 地域のふれあいサロンでは44団体と申し上

げましたけれども、延べ１万3,663人が参加し

ているということでございます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）それでは、現在の取組

の中で、課題というのはありますか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）サロン事業と

いうのは非常に歴史がありまして、もう20年

以上取組をされているという団体もございま

す。そんな中で、お世話する側も参加される

側も高齢化が進んでいるということが課題で、

次の担い手探しというのが課題となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）うちの地域にもサロン

があると言っていたんですけれども、お世話

する方がちょっとやっぱり減ってきて、高齢

ということもありますので、サロンとしては

何か閉じていくというような方向性があると

思います。 

 これからまた、元気でサロンをずっと運営

してくれているとは思うんですけれども、サ

ロンは20年ぐらいもうたっていますので、次、

65歳になったからといってそのサロンに入る

かというたら、地域の状況を見ても、なかな

か老人会とかサロンに参加するというところ

が難しいなという、それが課題なのかなと、

今、部長が答弁いただいたように、今後そう

いうところで、どの世代もそうですけど、結

構、二極化といいますか、世代間でつながっ
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ていないというところがちらほら見られるの

で、今後その辺をどのようにしてやっていく

かというところが課題かなというふうに思い

ます。その点についてはいかがですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）現在、市の職

員が各地域に赴いた際に、新たにサロンの事

業を立ち上げていただいたり、それから、げ

んきらりーや百歳体操などを立ち上げていた

だくように、まずはきっかけづくりとして百

歳体操のほうから始めたりというところで、

サロンに持っていこうと思っています。 

 また、サロンというのは一定の人数がない

と、うちのほうでも補助金を渡せないんです

けれども、カフェというのがあります。向こ

う３軒両隣で、自主運営ですけれども、寄っ

ていただいてお茶会をしていただくというよ

うなのを取り組んでおりまして、こちらも、

数は少ないですけれども、現在何か所かでは

運営されているところです。 

 こういった形で職員が地域に赴いたときに、

いろいろきっかけづくりを契機としまして、

サロン事業に持っていきたいと思っています。

ほかに、まだ設立されていないところがあり

ますので、そこら辺を重点的な地域として活

動に取り組みたいと思っています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

新たな集団とかカフェとかということで、小

さい単位からだんだんつなげていっていただ

いているということで、頑張って取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

 ボランティアポイントに戻りますけれども、

他市の取組について、県内の状況として、例

えば和歌山市や岩出市などはいかがですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）他市の事例で

すけれども、介護保険制度を使っているとこ

ろと、例えば健康ポイントのような感じで一

般施策のほうでやっているところとかもある

と思いますが、まず介護保険制度を活用した

ところで言いますと、和歌山市がございます。 

 和歌山市はつれもてサポート事業というこ

とで銘打ちまして、65歳以上の方が介護施設

に行きまして話し相手などのボランティア活

動した際に、１時間の活動でスタンプ１個、

スタンプ10個で1,000円ということで、年間

5,000円を上限に交換できる制度で運用され

ております。これは介護施設の協力も必要で

すし、様々な中に立っていただく方のご支援

を頂いておるというふうに思っています。 

 それから、岩出市では健康ポイントという

ことで、40歳以上の市民を対象に、健康教室

やウオーキング等の健康づくりの活動に応じ

てポイントがもらえるということで、50ポイ

ント以上で記念品と交換というふうに聞いて

おります。事業にあたってはコロナ禍の影響

も受けているということで聞いております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）なかなか、間に入って

いただく人とかという問題もあるのかなと思

うんですけど、ボランティアポイントを橋本

市が導入するにあたっての問題点というか、

なぜ導入できないのかというところを教えて

ください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）導入での問題

点、課題というところですけれども、壇上か

らもお答えさせていただいたとおり、既存の

補助金の交付金制度としてのそれらの関係、

それから介護人材の人手不足が言われている

中で、受入先の施設がそのマネジメントをす

る必要がございます。その辺りの人員の不足

というか、そういったコーディネーターの人

材もまた必要となってきますので、仕組みを

構築する上では様々な方のご意見を聞きなが
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ら構築していくというところで、すぐの導入

はちょっとしんどいのかなとは思っています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）なかなか、人手不足と

いうことで、これから高齢化も進みますし介

護施設等も人材不足ということで、もっと人

口が減った場合、今のサロン的なことが維持

できるのかなというところもあります。かと

いって、市役所の皆さんが間に入ってという

こともなかなか難しいのかなというふうに思

います。 

 そういった事業を委託するというようなこ

とというのは可能なのかなと。民間に委託と

いうか、民間の力を借りるというのは考えた

ことはありませんか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）民間の委託事

業ということでのご質問ですけれども、取組

方法としては国が作成した手引というのがご

ざいまして、そこには様々な方法というのが

述べられております。 

 先ほどもお答えさせていただいたように、

仕組み、そういった構築の面での課題がある

ということで、委託のほうも含めて全体的な

考えを詰めていく必要があると考えています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）最初にこの質問をしよ

うと思ったきっかけなんですけれども、ポイ

ントの還元というところが、ボランティア活

動の意欲が湧いてくるんじゃないのかなとい

うふうに思ったもので、ポイントの還元につ

いてはいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ポイントの還

元はきっかけづくりの一つとしてモチベーシ

ョンが上がるところでございます。ポイント

の還元方法についても、現金の交換とかごみ

袋とか様々な商品との交換といった、そうい

う手法が考えられます。構築していく上での

中で、最終的にはポイント還元の方法につき

ましても議論されるものと考えております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）先ほどの説明でも、厚

生労働省のほうの決まり事に関しても、上限

年間5,000円相当というふうになっていたか

と思うんですけれども、市民のニーズという

ことがやっぱり、ポイントを還元する場合、

必要になってくるなというふうに思います。 

 私が市民のニーズとしてよくお聞きするお

声の一つに、橋本市はごみ袋代が高いという、

安くならへんのという声です。生活環境課に

行きましたら、ごみの減量化に取り組んでい

るので、ごみ袋の値段を下げるとごみの分別

などの効果が下がるということで、値下げは

考えてないよということだったんですけれど

も、年金暮らしで、昨今、物価高騰で、もう

電気代もすごい、びっくりするほど上がって、

２月からはちょっと補助が出ますけれども、

ごみ出しするたびにごみ袋代が高いなという

ふうな声を何人かの方にもお伺いしています。

それやったら、せめて年に１回でも、岩出市

はやってはるらしいんですけれども、１世帯

に１袋市民に配ることはできへんのというよ

うな声とかもあったりします。 

 ほかには、買物や病院への移動手段という

ことで、高齢で危ないからと言って、家族が

もう免許を返しよとというようなことで運転

免許を返納して、けれども、コミュニティバ

スとかデマンドタクシーでは目的地にたどり

着くまで何回も乗り換えて、乗り継ぎにも時

間ロスがあってお金もかかると。有償の乗合

タクシーなどはもう、ちょっと高齢になって

きたら調整する力というのがもうちょっと気

力がうせて、面倒でできないというようなこ

ともあるので、誰でも使えるタクシー券があ

ったらというような声とかも何回も聞いてき
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たりします。 

 今はもう全然、ボランティアポイント制度

を導入するということはお考えでないという

ことですけれども、もしも高齢者にポイント

還元するような制度というか、そういう政策

をするのであれば、ごみ袋とかタクシー券の

ニーズが高いということを、一応この場でお

伝えしておきたいと思います。 

 最後に、高野口がうまいこといっていると

いうか、すごい何か話を聞いてたら勢いがあ

って、200円でやり取りしているということな

んですけれども、うまくいっている理由とい

うのを教えていただきたいですし、それを全

体に広げていったら、もっと活気があふれる

んじゃないのかなと思うんですけど、その点

はいかがですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）高野口を今、

事例に上げていただきまして、ありがとうご

ざいます。高野口地域においては、地域のニ

ーズや地域性を理解した上で制度設計を行っ

ています。楽しくやろうという共通認識の下

に取り組んでいる点がよいのではないかと思

っています。現在、10の協議体が設立されま

して、同様に地域のニーズに合った活動を地

道に、解決に向けて取り組んでいただいてい

るところです。 

 課題とは言えないかもしれませんけれども、

ボランティア活動は無理のない範囲で、住民

の皆さんが自分たちに合った方法で取り組む

ことが基本かと思っています。行政などはそ

れを伴走しながら支援をすることが必要であ

り、そのスキルを持った人材を増やすことも

課題の一つではないかと考えているところで

す。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）今現在は本当に、元気

な高齢者が介護予防も含めて頑張っていただ

いているということで、安心いたしました。 

 この先でも、今後、高齢化が進んで人口減

少が進んでいきます。受け入れる側、介護人

材が足りないから、ボランティアで入っても

らったら助かるんちゃうかという単純な考え

でそのように提案したわけですけれども、い

ずれにしろ、人口減少問題というのはこれか

らも課題になってくるかと思います。 

 先ほど、委託するというようなこと、民間

の力を借りるというようなこともちょっと提

案させていただいたんですけれども、今のう

ちにそういったシステムの構築というか、そ

ういったところを育成するというか、そうい

う部分も視野に入れて、今後の。 

 以上です。終わります。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時38分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番３、１番 岡本君。 

〔１番（岡本安弘君）登壇〕 

○１番（岡本安弘君）皆さま、こんにちは。

令和クラブ、岡本安弘でございます。 

 一般質問の初日、午後からであります。食

事後、眠たい時間になってまいりますが、ど

うかひとつよろしくお願いいたします。 

 先日、厚生労働省より2022年の国内の出生

数、速報値が前年比5.1％減の79万9,728人だ

ったと発表がありました。80万人割れは統計

を取り始めた1899年以来初めてであり、本市

の未来を考えていく上においても危機的状況

ではないでしょうか。 

 今回の質問は、私のモットーである未来に



－39－ 

真っすぐという意味からも、超高齢化社会に

おいて、病気になってからの治療より病気に

ならない予防が大切ではないかと考え、質問

させていただきます。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従いまして一般質問を始めさせていた

だきます。 

 大項目１、本市の予防医療の考えや取組に

ついて。 

 我が国日本は先進諸国で最も高度な高齢化

社会を迎え、また、少子高齢化がますます進

行し、超高齢化社会を迎えました。今後も加

速度的に高齢化が進み、社会保障をめぐる多

くの課題が取り沙汰されています。 

 国民一人当たりの年間医療費平均が35万円

を超え、今後ますます増大し、高齢者一人当

たりの医療費が将来120万円とも150万円との

試算もある今日、肝心の社会保障を支える現

役世代において、在日米国商工会議所（ＡＣ

ＣＪ）の2011年の調査によれば、病気等によ

る欠勤や生産性低下等に伴う我が国の経済損

失は年間２兆円、家族の病気等の影響を含め

ると3.3兆円に上ると試算されています。 

 我が国で平成20年４月から始まった生活習

慣病予防のための特定健診・特定保健指導制

度が導入されて、予防介入施策について評価

がなされています。しかし、１次予防の重要

性が認識されている今、我が国、県、本市の

財政に直結することから、その有効な施策で

ある予防医療体制を早急に構築していかなけ

ればならないのではないでしょうか。 

 予防医学とは、疾病の罹患予防を目的とす

るだけでなく、より広い概念を含むようにな

っています。すなわち、予防医学とは、疾病

予防、障がい防止、寿命の延長、身体的・精

神的健康の増進の科学と言われています。 

 それに基づき、予防医学の領域は、１次予

防、２次予防、３次予防に区分され、１次予

防とは、いわゆる健康な時期に栄養・運動・

休養など生活習慣の改善、生活環境の改善、

健康教育等による健康増進を図り、さらに、

予防接種による疾病の発生予防と事故防止に

よる障がいの発生防止をすることであり、２

次予防は、不幸にして発生した疾病や障がい

を検診等によって早期に発見し、さらに早期

に治療や保健指導などの対策を行い、疾病や

障がいの重症化を防ぐ対策のことで、３次予

防とは、治療の過程において、保健指導やリ

ハビリテーション等による機能回復を図るな

ど、ＱＯＬに配慮することによって再発防止

対策や社会復帰対策を講じることであります。 

 国民の豊かな生活を維持していくには、高

齢者や若者、女性、障がいのある人たちなど

働く意欲のある人々の参加を促すことはもち

ろん、労働力率の改善に加え、労働生産性の

向上が必要条件になりますが、この点におい

ても研究成果に沿った予防医療の実証効果が

期待されています。裏を返せば、国民全体が

予防医療に取り組むことはそれに見合うだけ

の経済効果をもたらし、日本を元気にすると

も言えます。 

 予防医療は、現役世代が活力を持って働き、

シニア世代が元気にやりがいを持って現役を

続けられ、その結果、介護の負担が少なくな

るという社会的にもよい効果をもたらすこと

が期待できます。 

 群馬県草津町と東京都健康長寿医療センタ

ー研究所では、共同して過去10年間、介護予

防研究事業を実施し、これにより地域高齢者

の健康寿命が延伸し、介護保険認定率が低下

したことを確認しました。 

 長野県では信州大学と、大北地域における

子どもから始める生活習慣病予防対策に取り

組み、地域保健関係者のニーズに基づき、市

町村、市町村教育委員会、小・中学校、医療

関係者等が連携して、子どもから始める生活
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習慣病予防対策（大北地域モデル）を構築し、

健診から保健指導及びデータ管理等の一連の

事業実施にあたり、この地域として共通認識

の下、効果的に行えるよう、関係機関並びに

保健福祉事務所等が共同してガイドラインを

作成し、運用を始め、生活習慣病に対する予

防効果が見られました。 

 超高齢化社会が加速度的に進行して、危機

的状況下で、我が国ではムーンショット型研

究開発事業が行われています。ムーンショッ

ト型研究開発事業とは、我が国初の破壊的イ

ノベーションの創出をめざし、従来技術の延

長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な

研究開発を推進する新たな事業です。 

 ムーンショット型研究開発事業の一つに、

平野俊夫・量子科学技術研究開発機構理事長

を中心に、「2040年までに、主要な疾病を予

防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽し

むためのサステイナブルな医療・介護システ

ムを実現」を目標に、日本の英知が結集し、

研究が進められ、日常生活の中で自然と予防

ができる社会の実現をめざしています。 

 この研究では、睡眠にテーマを絞った100

万人の睡眠ビッグデータを解析して、睡眠負

債によって大きくなる疾病リスクを予測する

研究開発などにより、様々な予防・医療に対

するエビデンスが解明されています。 

 令和６年度から始まる国の次期国民健康づ

くり運動のビジョンとして、「全ての国民が健

やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の

実現」が示され、健康寿命の延伸、健康格差

の縮小や個人の行動と健康状態の改善、社会

環境の質の向上、ライフコースの四つのテー

マの方向性が示されています。 

 本市では、高齢化が進んでいく中、市民の

健康への意識は高いと考えています。しかし、

健康寿命を延ばしていくためには、病気にな

ってからの治療より病気にならないための予

防を推進し、健康を維持することが大切と考

えます。そこで、本市の予防医学の考えや取

組についてお答えください。 

 大項目２、農業集落排水を公共下水道へ接

続することについて。 

 過去の予算審査や経済建設委員会等におい

てこのことに触れる機会もありましたが、改

めて、本市が有する四つの農業集落排水施設

の管理運営方針等についてお尋ねします。 

 ①四つの農業集落排水施設の経過年数と管

理運営方針、及び、公共下水道への接続時期

と接続替えに必要な事業費、また、各家庭に

おける負担（使用料）の増減、加えて受益者

負担金の徴収の有無、関係する住民等への説

明状況について。 

 ②上中・下中地区の接続に向けた進め方及

び具体的なスケジュールについて。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。明確なご答弁をよろしくお願いいた

します。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君の質問項

目１、本市の予防医学の考え方や取組みに対

する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）本市の予防医

学の考えや取組みについてお答えします。 

 平成28年度から開始した本市の健康増進計

画「健康はしもと21」では、「みんなでつくる

 明るく元気なまち はしもと」を計画の理

念とし、生活習慣の改善の推進、ライフステ

ージを通じた健康づくりと健康を守るための

社会環境の整備、生活習慣病の発症予防と重

症化予防の三点を計画の基本的な方向として

取り組んでまいりました。 

 中でも、高血圧症や糖尿病等の生活習慣病

の発症予防と重症化予防のためには、運動や

食生活、睡眠を中心とした健康増進等の１次
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予防、健康診断等による２次予防が両輪とし

て機能することが重要と考えています。 

 健康増進計画の実施にあたり、本市では保

健師や看護師、管理栄養士、歯科衛生士を中

心として、栄養や歯、運動等の健康づくりの

総合的な教室であるヘルスアップ教室やラジ

オ体操講習会、小中学生への歯科出前講座を

開催するとともに、健康や栄養の各種教室開

催や相談業務、禁煙啓発ポスターの掲示等の、

啓発活動にも取り組んでいます。また、保健

福祉センター内に各種運動機器を備えたいき

いきルームを設置し、運動の機会を提供し、

介護予防や健康意識の向上につなげています。 

 ２次予防としては、がん検診、肝炎ウイル

ス検査、歯周病検診、若年者検診等を実施す

るとともに、国保加入者の特定健診の実施、

特定健診未受診者への受診勧奨や保健指導対

象者に対するスリムコースへの参加勧奨等を

行っています。このような取組を通じて健康

寿命を延ばすことは介護予防にもつながって

いくものと考えています。 

 なお、本市の高齢化がピークを迎えるとさ

れる期間を含む令和６年度から12年間を期間

とする本市の次期健康増進計画の策定が今年

度から始まっています。国の次期国民健康づ

くり運動の基本的な方向性の大テーマである

「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」の下、

和歌山県が策定する健康増進計画とも整合性

を取りながら、健康増進計画策定推進委員会

での議論の中で、よりよい計画を策定してま

いりたいと考えています。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君、再質問

ありますか。 

 １番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 今ご答弁いただきましたように、１次予防、

２次予防というところで様々な取組を実施し

ていただいておるところなんですけど、健康

寿命を延ばす上でやはり重要となりますのが

１次予防でありまして、健康増進の分野の取

組については、本市のこども園、小・中学校

において、園長や学校医、そして、養護教諭、

保健体育教員によります、いろいろな、様々

な取組というのをしていただいておるという

ふうに思っております。 

 そんな中で先日、伊都医師会会長の奥野先

生と面談させていただいた折に、医師会の取

組なんかもいろいろお話しさせていただきま

した。そんな中で、この予防について、もっ

と現役世代からシニア世代の市民への啓発を

行って、様々な健康イベントに参加してほし

いと思うわけなんですけれども、そういった

参加者を増やす仕掛けづくりのために、地域

住民や企業、そして、医師会、歯科医師会、

薬剤師会など各方面の関係者を巻き込んで、

連携していく必要があるというふうに思うわ

けなんですけど、その辺、当局としてどのよ

うにお考えになっておられますか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）市民の皆さん

が健康でいるためには、行政だけではなく、

ラジオ体操等、地域の住民の手による細やか

な取組、また、企業が従業員の健康管理を経

営的な視点で捉え、健康投資を通じて業績の

向上につなげようとする健康経営の視点を持

つことが、様々な取組で協働を行っていくと

いうことで今後は重要な取組になると考えて

います。 

 また、ご提案がありましたように、医師会、

歯科医師会、薬剤師会などの３師会の専門家

の皆さんとも連携しながら、発症予防や重症

化予防の取組を通じて、市民の健康増進を共

に図っていく必要があると考えています。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 その辺しっかりと連携をして、さらに取り
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組んでいただきたいと思うんですけど、橋本

市民の方の健康への意識というのは比較的、

個人的には高いんじゃないかなというふうに

思っておるわけなんですけど、ただ、今現在、

メディアやインターネットなどでたくさんの

健康に関します情報というのがあふれておる

わけなんですけれども、その中でやはりエビ

デンスに基づいた健康や医療に関する正しい

情報を入手するというのは大切であると思い

ますし、それを理解して活用する能力も大切

であるというふうに思っております。 

 そういったことをヘルスリテラシーという

わけなんですけれども、個々それぞれが正し

い情報を入手して、理解して活用するヘルス

リテラシーを高める必要性があるのではない

かというふうに思うわけなんですけど、その

辺についてのお考えを教えていただけたらと

思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ヘルスリテラ

シーのご質問についてですけれども、近年、

メディアやＳＮＳ等で、様々な健康器具やサ

プリメントの報告を目にする機会が増えてい

ます。また、動画配信サービスでも様々な人

が情報発信をしており、正しい情報について

取捨選択できるヘルスリテラシー、こういっ

たものを身につけることは今後ますます重要

になっていくと思われます。 

 どのような啓発方法がよいか、今後の当方

の検討課題でもありますけれども、自分に合

わない情報により健康を損なわないように意

識していくということが大切になります。そ

ういったことは、かかりつけ医などのように

身近に相談できる専門家を持つことも、ヘル

スリテラシーを高める上でも必要ではないか

というふうに考えているところです。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 いろんな情報の中で、正しく理解をして、

自分に必要な情報を得るというのはもう大切

だと思いますし、逆に、いいことをしている

のに体を害しては何をしていることか分かり

ませんので、その辺はやっぱり個人個人のヘ

ルスリテラシーの能力を上げて、また、専門

医とも相談しながら健康増進に努めていただ

きたいなというふうに思うわけなんですけれ

ども、それでは再質問なんですけど、本市の

平均寿命と健康寿命について、市町村別健康

寿命から見て、その差というのは男性で1.76

ポイント、女性は3.58ポイントであって、全

国・県平均値ともに高い結果なんですけれど

も、このデータは本市の財政にやはり影響が

あると考えるわけなんですけれど、例えば１

ポイント健康寿命を高めると、医療費や介護

費にどの程度影響があるのか、もしデータが

あれば教えていただきたいんですけども、よ

ろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）健康寿命と財

政効果につきましての影響についてのご質問

ですけれども、健康寿命の差が１ポイント縮

小すると、どれぐらい財政効果、影響がある

かというデータそのものは、今のところ把握

しておりません。 

 ただ、令和元年７月に公表されました和歌

山県市町村別健康寿命について、こちらによ

りますと、平成27年度のデータになるんです

けれども、橋本市の男性の平均寿命が80.66

歳、健康寿命は78.90歳、女性の平均寿命は

87.23歳、健康寿命は83.65歳となっています。 

 和歌山県が市町村別健康寿命を算出する前

提条件として、健康である期間の考え方とし

て、介護保険の要介護度１以下の人としてい

ます。令和２年度に厚生労働省が作成した介

護保険の事業報告がございます。第１号被保

険者の方を対象として、本市の要支援１、２
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及び要介護１の人の１件当たりの介護給付費

を見てみますと、３万1,032円ということにな

っております。一方で、要介護２以上の方の

１件当たりの介護保険給付費は８万7,408円

となっており、両者の差は５万6,377円という

ふうになっています。 

 この統計データでは、本市の介護保険の年

間の給付費は約54億円というふうに記載され

ております。また、本市の後期高齢者医療制

度においては総額で約104億円となっており、

年度末の被保険者数は１万426人ということ

で、一人当たりの医療費は令和３年度で100

万円ちょうどとなっております。 

 こういったことで、健康寿命を延ばすこと

で医療や介護の介護保険の給付費額にも影響

を与えるものというふうに想定されています。

現在取り組んでいる高齢者の保健事業と介護

予防の一体化事業についても、関係する部署

がより一層横断的に連携して取り組んでいく、

そういった必要があると考えています。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 １ポイント上がるというようなところでは、

データ的にやっぱり、なかなかそういう細か

なところまで介護費や医療費のところという

のは出にくいのかなというふうに思うわけな

んですけど、実際、健康寿命を延ばすことで、

医療費の削減であったりという部分にはやは

り影響が少なからず出てくると思いますので、

その辺については一定もう皆さん理解してい

ただいているところでありますので、今後と

もそういったところを推進していただきたい

というふうに思いますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、最後に副市長にお尋ねいたしま

す。 

 少子高齢化が進む中、健康というのは市民

一人ひとりにとっても最も大切な財産である

というふうに考えております。本市にとって

も市民の皆さんが健康でいられることという

のはまちの魅力にもなりますし、移住定住の

促進にも一部寄与するのかなというふうに思

いますし、また、しっかりと投資していく分

野であるというふうに考えるわけなんですけ

れども、今、本市の厳しい財政状況を少しで

も改善するためにも、本市の未来を考えた健

康増進の取組を今後ともしっかりと推進して

ほしいと思いますが、その点についてのお考

えをお伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）本市においてはこれ

から高齢化のピークを迎えるわけなんですけ

ども、そういう中にありまして、やはり健康

寿命を延ばす、あるいは健康格差を縮小する

というのは非常に重要であるというふうに考

えております。 

 先ほどからお話がありましたけれども、高

齢者の方が元気に長生きしていただきますと、

やはりまちの活力にもつながりますし、先ほ

どからもありましたように、医療費でありま

すとか介護保険の給付費の抑制にもつながり

ます。 

 そういう意味で予防医療は非常に重要な分

野で、先ほどから健康投資というようなお話

もありましたけれども、議員おっしゃられる

ように、きっちり市のほうでも取り組んでい

かなければならないというふうに考えており

ますので、現在議論されております新たな健

康増進計画策定推進委員会のほうできっちり

議論していただいて、関係機関との連携も含

めて、実効性のあるものにしていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）副市長、ありがとうご

ざいました。 
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 今おっしゃられたように、やっぱり市民の

皆さんがより健康になるように、しっかりと

計画もつくっていただきたいと思いますし、

本市の今後の取組も期待しておりますので、

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 これで一つ目を終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、農

業集落排水を公共下水道へ接続することに対

する答弁を求めます。 

 水道環境部長。 

〔水道環境部長（下楠朋之君）登壇〕 

○水道環境部長（下楠朋之君）農業集落排水

を公共下水道へ接続することについてお答え

します。 

 まず、本市に四つある農業集落排水施設の

供用開始からの経過年数は、山田・出塔地区

で約20年、吉原地区と西川地区で約22年、上

中・下中地区で約25年です。土木施設の標準

耐用年数は概ね50年程度と言われており、管

渠や人孔の更新時期はもう少し先になると考

えています。 

 しかし、処理施設を稼働させている電気・

機械設備の標準耐用年数は10年から20年であ

り、今後これら施設の更新にあたっては、多

額の費用を要し、経営的にも相当厳しい状況

に陥ることが想定されることから、農業集落

排水をそれぞれ単独で運営するのではなく、

公共下水道への接続替えを進めていくという

方針を立てています。 

 次に、接続替えの時期と必要な事業費につ

いては、吉原地区、山田・出塔地区が令和６

年度に供用開始予定で、その事業費は吉原地

区で約１億1,000万円、山田・出塔地区で約

8,000万円です。上中・下中地区は現時点で令

和10年度を予定しており、概算事業費は約３

億円を見込んでいます。西川地区については

接続替えが可能かどうかも含めたルートの再

検討を行っており、時期や事業費については

未定です。 

 また、各家庭における使用料は、公共下水

道へ接続替えすることで、その算定方法が世

帯人数を基にしたものから水道使用量に応じ

たものに変更されますので単純な比較はでき

ませんが、一例として、１世帯の人数を３人

とし、一人当たり８㎥の水道を使用した場合、

農業集落排水での料金は税込み4,176円、公共

下水道での使用料は税込み4,224円となり、大

きな差はありません。 

 受益者負担金については、農業集落排水施

設の権利を持っている方は施設の建設当時に

事業費の一部を負担しているので、公共下水

道に接続替えをしても新たに受益者負担金を

徴収することはありません。権利を持ってい

ない方が新規に接続する場合は、条例に基づ

く受益者負担金を徴収することになります。 

 最後に、関係する住民等への説明状況は、

接続替えの事業スケジュールがそれぞれ明確

になった段階で実施しており、吉原地区、山

田・出塔地区では令和元年10月に、上中・下

中地区では令和４年３月に説明会や回覧など

により周知しております。 

 次に、二点目の、上中・下中地区の接続に

向けた進め方及び具体的なスケジュールにつ

いては、現在、公共下水道区域に編入するた

めの諸手続きを進めており、令和５年度と６

年度の２か年で接続替えに必要な管路やポン

プ施設、及び水道移設などの詳細設計を行い、

令和７年度から３か年かけて工事を実施し、

令和10年４月より公共下水道として供用開始

する予定としています。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君、再質問

ありますか。 

 １番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ご説明ありがとうござ

いました。 

 接続具合の状況というのもしっかりと今お
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伺いしたわけなんですけれども、そうします

と、接続替えが完了した場合に各地区にあり

ます処理場処理施設というのはどのようにな

るのか、もうお考えになられているのかどう

かお伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）水道環境部長。 

○水道環境部長（下楠朋之君）接続替えのほ

うが完了しますと、処理場としては機能廃止

となります。ただし、国の補助金等を活用し

て建設したものでございますので、償還期間

を満足せずに撤去などいたしますと補助金の

返還となりますために、当面は市の倉庫など

として目的外使用等を考えております。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 その点、処理施設の跡地というか、後の施

設の運用についてもしっかりと考えていただ

いておるということで、それについても安心

はいたしました。 

 それでは、また最後にお伺いするんですけ

ど、今回、一般質問の答弁者の中で、水道環

境部長は私の質問だけになるのかなというふ

うに思いますので、残り29分ありますので、

水道環境部長としての考えや思いがあればお

聞かせいただきたいんですけれども、２分程

度残してもらっても結構ですので、どうかよ

ろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）水道環境部長。 

○水道環境部長（下楠朋之君）ありがとうご

ざいます。大変貴重なお時間を頂戴いたしま

して、私の考えを少し述べさせていただける

場というのを設けていただきまして、ありが

とうございます。 

 私、水道環境部長としてといいますか、職

員として下水道事業に関わったのはこの１年

間、部長として対応させていただいたこの１

年間だけになります。 

 その中で私が思うことを少しまとめさせて

いただきますと、下水道事業につきましては、

国から公営企業法の適用であるとか、あと事

業の早期完了、８年度の概成といったような、

そういった縛りがいろいろと示されておりま

して、さらなる事業の効率化というのがこれ

からも図られていかなければいけない、また、

国のほうからも求められているといった状況

であります。 

 それでも、今後、人口減少、高齢化といっ

たこと、これはもう朝からの一般質問等の中

でもあったように、今後どんどん加速的に加

速度的に進んでいくというのがもう分かって

おります。それから施設の老朽化、これも止

めることはできません。 

 こういったことに伴いまして、維持管理費

用であるとか更新費用、そういったものが、

比較していきますと増大していくということ

になりますので、その経営状況というのは次

第に厳しさを増していくといった状況に今後

なってまいります。 

 そういった背景がありまして、公共下水道

区域の見直しであるとか、それから、ご質問

のありました、農業集落排水を公共下水道へ

接続すること、こういったことを進めていく

ことで汚水処理事業というのは今大きな転換

期を迎えておる、そういうふうに考えており

ます。 

 また、その一方、インフラ施設というのは

生活基盤や地域活動に欠かせないものである

ということも理解しております。今後いかに

既存のインフラ施設を維持していくかという

ことが大きな課題になってくるかと考えてお

ります。 

 こうした状況の中、方針転換を含めた具体

的な対策並びに施設の適切な維持管理、そう

いったものを行っていくとともに、汚水処理

事業の目的を見失わずに、公共用水域の保全

に努めていかなければならないというふうに
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考えております。 

 今後、公共下水道であるとか社会インフラ

の更新等につきましては、どんどんどんどん

難しい季節というんですか、時節になってく

るかと思います。そういった中で、橋本市も

一致団結していろんなアイデア、そういった

ものを出し合って、そういったことに対応し

ていかなければならないのかなと、そのよう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございまし

た。今、水道環境部長の考えや思いというの

もしっかりお聞かせいただきましたので、次

期水道環境部長にはその思いというのをしっ

かりと引き継いで頑張っていただきたいなと

いうふうに思います。ありがとうございます。 

 計画に基づいて接続替え事業というのも進

めていただくことというふうなお話もありま

すし、関係住民への十分な周知をお願いする

とともに、先ほど、まだ未定であります西川

地区については供用開始後22年も経過してい

るということもありますので、速やかに接続

に向けた検討と事業化ということをお願いい

たしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それと、最後になりますが、この３月末を

もって退職されます下楠水道環境部長、正林

会計管理者、山本消防長、そして、職員の皆

さま、長きにわたり橋本市発展のためにご尽

力いただきまして、ありがとうございました。 

 ３月末で行政業務の第一線から離れること

になりますけれども、今まで培ってこられま

した知識との経験というのは何事にも代え難

いものであります。今後も橋本市発展のため

にまたお力添えなどいただけたらと思います

ので、どうかよろしくお願いいたします。最

後に、長きにわたり本当にお疲れさまでした。 

 終わります。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、１時50分まで休憩いたします。 

（午後１時36分 休憩） 

                     

（午後１時50分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番４、２番 垣内君の順番でありますが、

都合により垣内君を順番13に変更し、順番５、

３番 南出君を順番４に繰り上げ、以下、順

次繰り上げることといたします。 

 順番４、３番 南出君。 

〔３番（南出昌彦君）登壇〕 

○３番（南出昌彦君）皆さん、こんにちは。 

 今日は二点質問をさせていただきたいと思

います。今回の質問は市民の方からご意見、

また、お話のあった質問項目ということで、

二点お願いしたいと思います。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、

質問をさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 一つ目、福祉タクシーについて。 

 障がい者の社会活動の範囲の拡大及び福祉

の増進を図ることを目的とする福祉タクシー

についてお伺いいたします。 

 近年の対象者数、交付者数及び利用状況の

推移についてお伺いいたします。 

 二つ目、橋本市の鳥獣被害対策について。 

 橋本市の鳥獣被害対策についてお伺いいた

します。 

 ①近年の被害の面積と被害額について、数

値的推移をどのように把握されているのか、

駆除頭数や各種の補助体制の基礎データにつ

いてお伺いします。 

 ②橋本市の鳥獣被害対策の現状と課題につ
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いてお伺いいたします。 

 以上、壇上からの質問とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君の質問項

目１、福祉タクシーに対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）福祉タクシー

についてお答えします。 

 利用対象者は、橋本市福祉タクシー事業実

施要綱において、施設入居者を除く市内に居

住する18歳以上で身体障害者手帳１・２級、

療育手帳Ａまたは精神障害者保健福祉手帳１

級を所持する18歳以上の人並びに18歳未満で

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者

保健福祉手帳を所持する人等としています。 

 利用券の交付の流れは、毎年３月に対象者

全員に案内を送付し、福祉課窓口等で申請書

を提出し、障害者手帳を確認し、署名または

押印を頂いた上で交付しています。交付に要

する時間は10分程度です。 

 利用状況については、令和４年度は令和５

年１月末現在、1,278人の対象者に対し658人

に交付しており、4,226枚、25.69％の利用と

なっています。令和３年度の対象者は1,343

人で711人に交付し、5,050枚、28.41％の利用、

令和２年度の対象者は1,347人で738人に交付

し、4,803枚、26.03％の利用、令和元年度の

対象者は1,304人で779人に交付し、5,325枚、

27.34％の利用、平成30年度の対象者は1,332

人で784人に交付し、5,947枚、30.34％の利用

となっています。 

 以上のように、近年の福祉タクシー利用券

の利用率は30％で推移しています。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君、再質問

ありますか。 

 ３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 今回、市民の方からのお話があったという

ことで質問させていただくわけなんですけど

も、改めてなんですけど、この福祉タクシー

券制度を実施している理由、概念について、

特に橋本市においてなぜこの制度を実施して

いるのか、その必要性と理由をお聞きしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）福祉タクシー

の目的としましては、障がい者の外出支援と

いうことと、本人もしくはご家族による経済

的負担の軽減というふうになっております。 

 障がい者の方につきましては、なかなか外

に出るところでいろんなハンディキャップと

いいますか大変なことがありますので、その

負担を軽減する意味でタクシーの利用券のほ

うを交付させていただいておるところです。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 そこでなんですけども、この福祉タクシー

券制度なんですけれども、先ほど壇上での答

弁を聞かせていただきますと、おおよそです

けども、対象者に対し半分ぐらいの交付申請

者というふうなところになっているのかなと

思います。申請されていない方がたくさんい

るこの現状について、本市はどのように認識

されているのか、ご答弁お願いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）対象者の方へ

のご案内につきましては全員にさせていただ

いておるので、タクシー券の存在につきまし

ては皆さんご承知いただいておるものと理解

しております。 

 そんな中で申請されない方が一定数ござい

ますけれども、その方につきましては他の交

通手段、タクシーのみだけではなくて他の交

通手段をお持ちであるかと思いますので、申

請には至っていないというところだと思いま
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す。また、申請された方の中にも、お守りと

いうか、体調が不良になったときとかマイカ

ーを使えないときがあったら使いたいという

ところで、そういったことで使っていない方

も一定数はいらっしゃいます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）福祉タクシーについて

の質問はまたは後ほど髙本議員からも質問が

ありますので、その辺の領域を超えないよう

に注意して質問させていただきたいと思いま

す。 

 今ご答弁いただきましたけども、申請され

る方が約半分、そして、交付された方の利用

率はここ数年いずれも３割未満というふうな

推移になっております。 

 本来、福祉の助成制度というのは十分利用

していただくことで福祉の充実、そして、行

政の側からすれば市民のために制度をつくっ

てよかったなというふうに思えるのではない

かなというふうに思います。 

 どうして３割未満しか利用してもらえない

のか、検討されていると思いますが、要因等

をどのように認識されておりますか、お伺い

します。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）一定の方につ

きましては25枚以上を使っていらっしゃる方

が一定以上おられます。また、先ほど言った

ように、少ない方もいらっしゃるがために全

体の利用率が低いというふうになっておるん

ですけれども、３割にとどまっているという

ことは、先ほども言いましたように、交通手

段をほかに持っている、もしくは、家族に送

っていただくとか公共交通を利用できるとい

うような形で、タクシーを使わずとも一定の

生活外出の機会を保っているというふうに思

っております。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）今ご答弁いただきまし

たけども、部長の答弁を聞いていますと、ほ

かの交通手段もあるのでというふうな答弁か

なと思いますけども、ただ、対象になる方、

また、交付されて利用しようという方が３割

しか使ってないというふうな状況を、今のご

答弁の内容、どの辺のところからの根拠でご

答弁されているのか、その辺をお伺いしたい

と思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）昨年の交付の

際に、市民というか利用者さんにアンケート

調査を取った中の回答を引用させていただい

ているというところです。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）この制度は福祉施策と

して、障がい者の経済的負担の軽減、それか

ら、社会参加を促す施策として行っていると

しています。しかし、障がいのある方が社会

参加を行っていく上では、家族や周りの方の

協力が不可欠な方もいてると思います。個人

だけの施策だと捉えるのではなくて、対象世

帯の家族や周りの方がどう支え、援助を行う

かが問われていると思います。この点での本

市の見解をお伺いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）家族さんが日

頃送迎とかに携わっていただいているところ

で、非常にありがたいなと思っております。

また、一方で福祉施策といいますか、例えば

福祉有償運送だとか障がい者の総合支援法な

どの輸送の形態もできてきております。多様

な輸送の形態ができておりますので、皆さん

取捨選択しながら、そして、自分に一番最適

な方法で今は運用されているのかなというふ

うに思っています。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 
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○３番（南出昌彦君）このような現状となっ

ておるんですけれども、障がいのある方が、

どのようにこの制度を改善すれば経済的負担

を軽減できるのか、また、社会参加を活動し

やすくできるのかというふうなことを、やっ

ぱり改めて考えることが重要なのかなという

ふうに思います。 

 紀の川市とかかつらぎ町では、タクシー券

だけではなくてガソリン券などの導入も行わ

れております。そのような形にすることによ

って、障がい者の社会参加、また、社会活動

の行動範囲を広げるための取組が行われてき

ています。 

 本市の福祉タクシー事業は、タクシーの利

用料金の一部を助成することにより、障がい

者及びその扶養者の経済的負担を軽減すると

ともに、障がい者の社会活動の範囲の拡大及

び福祉の増進を図ることを目的とするという

ことで、先ほど来からも答弁を頂いたと思い

ます。 

 そこで、ガソリン券という方法もあるかと

思うんですけども、今ある制度の中でなんで

すけども、一つ、市民からの要望も含めて提

案をさせていただきたいと思います。 

 市民の方からのお話を聞いてみますと、自

宅から病院辺りまでタクシーを利用するとタ

クシー代が3,000円ほどかかると。となると、

現状では往復利用すると約5,000円かかると

いうことです。 

 そこで、福祉タクシー券を交付されている

方が複数人相乗りした場合。これ初乗り運賃

というかを対象とするというふうになっとる

んですけども、相乗りした場合は、ＳＤＧｓ

の観点も含めて、障がい者の経済的負担の軽

減及び社会参加のための制度であるんだとし

たら、相乗りした方がそれぞれチケット１枚

ずつ出せるようにしていただきたいというお

話がありました。 

 ３割未満しか利用してもらえないというの

はその辺りにもひょっとしたら改善が必要な

のかなというふうに思います。３割しか利用

してもらえなかったら、やっぱり担当しとる

職員も残念なんちゃうんかなと私は思うんで

す。それを可能とすることで、経済的な負担

の軽減、また、外出の機会の拡大及び福祉の

増進につながると考えるんですけれども、ど

のように考えるか、お伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）相乗りでの移

動で、最終的にお支払いをそれぞれのチケッ

トをご利用していただくというところのご提

案ですけれども、現在の要綱には一人当たり

１乗車につき１枚の使用というふうになって

います。それぞれ１枚の使用であれば、合計

して人数分の枚数が使用できるというふうに

も考えています。 

 今現在、案内のほうはその旨書いておりま

せんけれども、タクシー利用券の利用案内に

もその旨の記載を追加で明記するようにして

いきたいと思いますので、お二人がご利用さ

れた場合、それぞれ１枚ずつ切っていただく

ことについては可能かなと思っています。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。

利用される方というのはほんまにこの案内し

ていただいている説明文が全てですので、そ

の辺また分かりやすく説明文の作成をしてい

ただけたらなというふうに思います。 

 そして、もう一点提案なんですけど、福祉

タクシー券を交付されている方以外の方が相

乗りできるようにできないのかなと。例えば

付添いの方。説明文では駄目だとは書いてい

ないんですが、これも障がい者の経済的負担

の軽減及び社会参加のための制度であれば、

相乗りできると案内文に記載してあげてほし

い。 
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 付添いの方、また、付添いの方以外でも行

き先が同じ方が乗車できることで、これもま

た残りのタクシー料金を均等割にもしたら相

当助かると思います。それで経済的負担の軽

減にもつながりますし、また、外へ出ていこ

うかというふうな気持ちにもなるのかなとい

うふうに思います。そういうことで福祉の増

進につながるかと考えますけれども、その点

どのように考えられるか、お伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）相乗りの方が

乗った場合のタクシー券のご利用というとこ

ろでございますが、もともとからうちのほう

も、障がい者の方の付添いの方、当然支援い

ただいている方というふうに理解しておりま

す。病院とか買物でもその方だけではなかな

か難しい部分があって、介助者がいることで

スムーズに物事が進んでいくという部分もあ

りますので、タクシーの付添いの方の相乗り

も利用可能です。その旨もチラシのほうにも

入れていきたいと思っていますので、そうい

った活用もどんどんしていただければと思っ

ています。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 先ほど来からオーケー、オーケーという答

弁を頂いておりますので非常にありがたいん

ですけども、もう一点、今の答弁で、もう一

個確認しておきたいんですけども、外出する

のは行き先が同じ方。同じように運動公園へ

一緒に遊びに行こうやないかということで外

出の機会を増やす、また、病院へ一緒に行こ

うやないかというふうなことで外へ出る、病

院へ行く機会をちゃんとクリアできるという

ふうな、そういう機会においてもオーケーや

ということで理解してよろしいですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おっしゃると

おりで、障がい者の方がタクシーチケットを

お持ちであれば、同乗者についてはこちらの

ほう問いませんので、相乗りによる外出、行

き先が同じであれば病院等についても一緒に

健常者の方も乗っていただいて、ご利用して

いただくことができます。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ほかにも質問は用意し

ておったんですけども、もう十分、部長、よ

い答弁を頂きましたので、この質問について

はこれぐらいさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、橋

本市の鳥獣被害対策に対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）橋本市の鳥獣

被害対策についてお答えします。 

 まず、本市における有害鳥獣の被害額及び

被害面積は、鳥獣被害防止特措法の基準に倣

い、過去の捕獲実績、被害報告、有害鳥獣の

捕獲頭数などを基に算定しています。 

 作物被害額は過去５年間では、平成29年度

約1,312万円、平成30年度約1,148万円、令和

元年度約1,158万円、令和２年度約938万円、

令和３年度では約1,117万円となっています。

被害面積は平成29年度44.04ha、平成30年度

43.25ha、令和元年度42.46ha、令和２年度

35.77ha、令和３年度は38.05haとなっていま

す。 

 捕獲頭数は、イノシシは令和２年度に過去

最高の1,000頭となりましたが、令和３年度に

は豚熱の流行により捕獲頭数が約４分の１以

下の224頭になりました。本年度はこれまでに

450頭を超えており、徐々に増加傾向にありま

す。また、ニホンジカは本年度に過去最高の

211頭、アライグマは本年度202頭となってい

ます。 
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 補助体制については、鳥獣の侵入防止対策

として、２戸以上の農家がグループを組んで

設置する防護柵等の購入費用を県と市が３分

の１ずつ負担する県補助事業と、令和３年度

から施行した、１戸の農家が設置する防護柵

等の購入費用について市が３分の１を負担す

る市単独事業があります。 

 県補助事業につきましては、平成29年度の

補助額約750万円から減少傾向にあり、令和２

年度では約252万円となりましたが、令和３年

度実績では約510万円に増加しています。また、

箱わなまたはくくりわなを設置する２戸以上

の農家で構成するグループに対して、購入費

用の２分の１を補助する市単独事業がありま

す。補助実績は、平成29年度は約37万5,000

円でしたが、令和３年度は約13万7,000円と減

少傾向にあります。 

 捕獲に対しては、旧猟期で農作物の生産時

期でもある毎年４月から10月下旬に有害鳥獣

捕獲期間を設け、期間内のイノシシ、鹿、ア

ライグマなどの捕獲に対し、１頭当たり、イ

ノシシ、鹿については１万5,000円、アライグ

マについては2,000円、カラスについては

1,000円の報奨金を支出しているところです。 

 次に、二点目の、本市の町獣害対策の現状

と課題についてお答えします。 

 本市では平成26年度より鳥獣被害対策実施

隊を設置し、イノシシ、鹿、アライグマなど

の有害鳥獣の捕獲を重点的に取り組み、被害

の軽減に寄与する防護柵の設置やわなの購入

支援、新規狩猟免許取得支援などを通じて、

継続的に鳥獣被害防止施策の実施に取り組ん

でいます。 

 大きな課題の一つは、鳥獣の捕獲を担う狩

猟人口の減少と高齢化による捕獲活動の低下

です。狩猟免許所持者数は平成30年から増加

傾向にあるものの、猟師の平均年齢は64歳と

なっており、高齢化が進んでいます。また、

猟銃による狩猟においては、猟銃や猟犬飼育

等、維持費の負担増もあり、担い手問題の打

開とまでは至っていない状況です。 

 放置森林や耕作放棄地、休耕地が増加して

いる状況も本市の農林業の根幹に関わる重大

な課題です。収穫を目前にした農作物への被

害は農家の耕作意欲を失わせるとともに、新

たな耕作放棄地の増加を招き、放置された果

樹等が餌場になり、さらなる被害を招くとい

う悪循環が生じます。このサイクルが続くと

集落の崩壊にもつながり、直接的な被害金額

として数字に現れる以上に影響を及ぼすこと

となります。 

 鳥獣被害が拡大している背景には、気候変

動などによる生息域の拡大、耕作放棄地の増

加や過疎化・高齢化に伴う農村地域における

人間活動の低下が影響していると考えていま

す。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君、再質問

ありますか。 

 ３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 全国で増えている野生動物による農作物被

害というのは年間約200億円と言われており

ます。実際の被害額はこれより多いと推測さ

れるわけなんですけども、それはなぜかとい

いますと、多くの市町村が集計している被害

額というのは、農業共済への被害申告に基づ

く数値です。俗に言う農済ですよね。 

 本市の先ほどの数値の根拠はその農業共済

の被害申告に基づくものなんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）被害総額につ

きましては、もちろん農業共済による申告に

よるものも基礎にはなっておりますが、各地

域で捕獲したイノシシや鹿等の数及び農家か

ら報告を受けた農産物等の被害の状況も含め

ながら、県と協議をしながら統計的に算出し
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た数字であります。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）各農家からの聞き取り

調査ということも含まれるということなんで

すけども、それも全て聞き取りできたらいい

んですけども、実際のところは、その辺は限

られた数になってくるのかなというふうに思

います。 

 そういうことで、ある自治体の職員が農済

に入っていない被害額について推計しており

ます。どこの市と言うてもいいんですけど、

それで推計しましたら、県に提出した数字の

５倍になったというふうな話です。 

 私も先日から農家のほうへちょっと用事が

あって、３軒ぐらい訪問したら２軒の方に言

われました。山の上でイノシシが遊びまくっ

とると。また、新興住宅地のところでイノシ

シが出没して、そろそろうちのところへも来

るんかなと。そういうふうな被害額とかいう

のはあまり報告というのはないのかなという

ふうに思います。 

 そういうところでいきますと、やっぱり実

際の被害額というのは、少ない、報告が上が

らない分も含めると相当な金額になるのかな

というのは事実なんじゃないかなというふう

に思います。 

 そういうことからいいまして、やはり精度

の高い被害額の調査というのが必要なんじゃ

ないかなと。やっぱり対策を立てるのに、ま

ずは現状把握というのが非常に大事になるん

じゃないかなと思いますけど、その点どのよ

うにお考えですか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）鳥獣害の被害

については、壇上でも申し上げたとおり、農

家の方にとって本当に意欲を低下させるとい

う大事なことだというふうに思っています。

そういった中で、議員が今、提案がありまし

た、本当の正確な被害額を把握するというの

には、いろいろ情報収集する手だてというの

が必要だと思うんですが、できるだけ多くの

情報を集めながら、被害額の算定というのを

続けて行っていきたいというふうに思います。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）よろしくお願いします。

もう一つ、全国的な話になるんですけども、

狩猟免許の所持者数、これ担当課のほうから

平成30年から令和４年までの猟友会の会員数

のデータを送っていただきました。人数を見

てみますと、微増ですけれども増えておりま

す。それは全国的な数字の推移と同様な推移

の仕方かなというふうに思います。 

 1990年と2016年を比較しますと、確かに29

万人の狩猟免許の所有者から20万人へと３割

以上減っているということですけども、2014

年５月の鳥獣保護法を改正した時点では、そ

の改正のおかげもありまして狩猟者が微増し

ているということで、本市においてもそれぐ

らいの時期から微増しているのかなというふ

うに思います。 

 それと年齢的なことですけども、担当課に

聞きますと、だいたい平均年齢61歳ぐらいだ

と思うんです。全国的な狩猟免許者の平均年

齢は68歳ぐらいかなというふうなところから

いきますと、本市はまだ若いほうかなという

ふうに思われます。 

 先ほどの答弁に、課題の大きな一つは狩猟

の免許を持っている方の高齢化が課題だとい

うふうなご答弁があったと思うんですけど、

その辺もうちょっと詳しく答弁をお願いした

いなと思います。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）狩猟免許をお

持ちの方が高齢化しつつあるというのは事実

でございます。そういった中でここ数年、狩

猟免許等を取得するに対して市のほうから補
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助制度がございます。そういったことの周知

と、併せて、新規就農された方が狩猟免許を

併せて取得するという、そういったケースも

増えてきていますので、若干、他の自治体よ

りは平均年齢が下がっているという状況が出

ているんじゃないかなというふうに思います。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。

よく分かりました。 

 そして、注目すべき点ですけども、捕獲頭

数をはるかに超える勢いで野生動物が増えて

いるという点です。令和２年度やったですか、

豚熱の影響で減ったということなんですけど

も、その後、令和３年度の数字を見てみます

と、またイノシシについては454頭というふう

な数値になっておりますけども、平成24年度

等の推移を見てみても、24年度は287頭だった

のが25年は470頭というふうな数字で、令和２

年には1,000頭というふうなところにまで行

っております。 

 ちなみにですけども、皆さまご存じだと思

いますけど、イノシシの妊娠期間は約120日で

す。三月四月したら生まれます。子どもを何

頭ぐらい産むのかなということですけども、

２頭から８頭、平均4.5頭ぐらい生まれます。

もしイノブタやったらこれの５倍ぐらいの繁

殖率があるというふうなところでもあります。 

 そういうところからいくと、今は豚熱で若

干減りましたけども、これから先が非常に心

配だなというふうなことが感じられるわけで

すけれども、そこでですけども、市の鳥獣被

害防止対策協議会の現在の活動状況について

お伺いしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）鳥獣被害防止

対策協議会の本市の活動というのは、主に箱

わな等の設置を支援したり電気柵等の設置方

法の指導について行っているものでございま

す。令和４年度の箱わなの購入実績を少し申

し上げますと、イノシシや鹿用の箱わなとい

うのが99基、それから、アライグマ用の箱わ

なが60基、貸出し用ということで購入させて

いただいています。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）そうしたら、箱わな、

また、くくりわなですけども、今、橋本市に

どれぐらい設置されておりますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、箱わな

の設置状況でありますが、先ほど答弁させて

いただいた箱わなの99基というのが全部で設

置させていただいたものです。令和４年度と

いうふうに私言いましたけど、令和４年度で

購入した分も含めての数字でございます。訂

正させていただきます。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）分かりました。 

 それとやっぱり、最近、先端技術じゃない

ですけど、赤外線のドローンとかを使った防

除の対策もあるかと思うんですけども、その

辺の実証実験とかはされておるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）先日ですが、

かつらぎ町において県の猟友会が主催でドロ

ーンを活用した狩猟ということを試みました。

ドローンを数台利用しまして、ドローンから

犬の鳴き声を大きく発生させて、周りを猟師

が囲んでするというようなところです。 

 初回の試みということもあり、なおかつ猟

師さんも慣れていない状況でしたので、実際

の捕獲にはつながらなかったんですが、今後

そういったことが有効的になるのではないか

なと、他の自治体の先進的な状況を聞かせて

いただくと、そんなふうに感じているところ

です。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 
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○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 今、ドローンの講習会もしているというこ

となんですけど、箱わなとかくくりわなの講

習会とかもされているんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）狩猟免許を取

る際にイノシシや鹿用の箱わな等の講習会を

もちろん実施しております。併せて、鳥獣被

害対策実施隊、こちらについては猟友会の全

ての方が入っていただいているんですが、そ

の中でも、今の鳥獣害の現状であるとか先進

的な捕獲の方法であるとか、そういったこと

も含めて講習を行っているところです。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）それともう一点心配な

のが、農家だけではなく市街地の有害鳥獣の

出没とか被害、この辺の拡大が心配かと思い

ます。その辺の今後の対応をどのように考え

られているか、お伺いします。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）市街地に鳥獣

害、特に鹿、イノシシが発生しているという

事例はここ数年、本当に多くなってきていま

す。そういった中で、もうたちまち、じゃ市

街地に箱わな等を置くと、かえって鳥獣を呼

び込んでしまうという、そういったおそれも

ございます。猟師の方たちにいろいろ情報収

集していく中で、この辺りから入ってきてい

るのではないかというような、そういった場

所を選定しながら、対策をして行っていると

ころです。 

 なお、当然危険を伴いますので、小・中学

校、それから住民の方等に、そういったこと

が市街地等で起こった場合には情報発信をし

ているところです。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）鳥獣害対策というのは

３本柱というのが、ご存じのようにあるかと

思います。個体数の管理、生息環境の管理、

被害防除対策と言われます。本市はこの３本

柱をどのように考えられているか、お伺いい

たします。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）押さえ方とし

て、捕獲ということ、それから、侵入を防止

するという対策のこと、それから、生息環境

を整備、把握するということにつながるとい

うふうに思います。 

 先ほど来のお話の中でも言わせていただき

ましたが、捕獲については、イノシシや鹿用

の箱わなの購入や設置、それから、安全講習

会等を開催する中で鳥獣被害対策実施隊の捕

獲技術の向上など人材育成をすること、それ

から、若年者への狩猟免許取得の呼びかけを

行うようなこと、それから、防止ということ

におきましては、電気柵や金属柵等の補助事

業を周知して活用していただくよう働きかけ

ること、それから、生息環境の整備、これが

一番難しいんですけども、放置林や耕作放棄

地など管理できてない土地に餌場や隠れ場が

多いというふうに思いますので、そういった

ところの伐採なども含めた整備というのが必

要ではないかなというふうに思っています。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 先ほど、３か月、４か月ぐらいの妊娠期間

で生まれるという話をしましたけども、イノ

シシは春の妊娠が失敗しますと、また秋にも

そういうふうなことで、また繁殖することが

行われるというふうにも言われております。

本当に加速度的に増えてくることが非常に心

配なんですけども、そこでなんですけども、

近い将来、やっぱり専門知識と技術、また、

資格等を有する、例えば農作物の鳥獣害対策

アドバイザー等、やっぱり専門職員を採用す

る必要があるのかなというふうなことも考え
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ますけど、その辺また検討のほうをよろしく

お願いいたします。 

 最後にしようかな。ＩＣＴを活用した捕獲

においてですけども、それこそ、害獣捕獲監

視システムというふうなのもあるかと思いま

す。そういうふうなＩＣＴの導入、それから、

それのフル活用による対策の強化、効率化、

その辺をやっぱり考えていかなあかんかなと

思うんですけど、どのようにお考えですか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）特に箱わな等

につきましては、山間部であったりとか、猟

師の方が毎日の確認に行くのに非常にしづら

い場所等に設置されております。そういった

中で、スマートフォンでウェブカメラ等を確

認するというような、そういった技術が非常

に広がっています。 

 本市においても実験的に購入をして使用を

しているところですが、まだまだ山間部であ

るというようなことで、精度が非常に十分で

はないというような、そういった状況も聞い

ているところです。 

 されど、技術というのは日々進んできてお

りますので、いろんな情報収集をしながら、

ＩＣＴを活用して、農家の方への負担、猟師

の方への負担をできるだけ少なくなるように

考えていきたいと思いますので、ご理解を頂

きたいと思います。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君。 

○３番（南出昌彦君）今日はあんまり突っ込

んだ質問というのは、あまり避けたいなとい

うふうに思います。 

 最後に、もうすぐ令和５年度を迎えること

になると思います。鳥獣被害はほんまに加速

度的に増えるという心配もあります。その点、

経済推進部長、その辺、令和５年度の対策の

意気込みをお話しいただいて、私の質問を終

わりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）狩猟、鳥獣害

の対策というのは、本当に全体数がなかなか

把握できてない中での実施になります。以前、

９番議員に、市内全域をおりで囲んで、もう

これ以上増やさないようなことができへんの

かなというようなご質問も頂きました。そう

いった中で、されど怠るということはなかな

かできないというふうに思います。 

 議員が先ほど、鳥獣害のアドバイスをする

専門的な職員をというようなことも言われて

いましたけども、現在、農林振興課には２名

のそういった専門的な知識を持っている職員

がおります。できるだけ多くの職員にそうい

った機会を設けて、なおかつ、防護柵につい

て今、国のほうでは、今まで設置したところ

にももう一度、修理も含めて更新ができると

いうような見直しを図っているというふうな

情報を先日頂きました。 

 そういった正確な情報をきっちりと地域の

方に伝えて、鳥獣害対策をより進めていきた

いと思いますので、ご理解いただきたいと思

います。 

○議長（小林 弘君）３番 南出君の一般質

問は終わりました。 

 この際、２時55分まで休憩いたします。 

（午後２時38分 休憩） 

                     

（午後２時55分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番５、10番 土井君。 

〔10番（土井裕美子君）登壇〕 

○10番（土井裕美子君）それでは、ただ今、

議長のお許しを頂きましたので、一般質問に

移らせていただきます。 

 今回の私の質問は２項目でございます。 
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 まず、１項目め。本市におけるシビックゾ

ーンの観点から、公立図書館建設についての

考えを問うでございます。 

 私も今期で議員として４期目が終わろうと

しております。この質問も４期目最後の一般

質問というふうになるわけでございますけれ

ども、ちょうど今から16年前、旧橋本市と旧

高野口町が合併して、新市になって初めての

選挙で議員として選んでいただきまして、私

が議員になりたいと思ったことのきっかけの

一つとして、本市の公立図書館の新設という

ものがございました。しかしながら、いまだ

に公立図書館の新設は実現には至っておりま

せん。 

 しかしながら、今回、新庁舎の建設の基金

も新設されまして、少し動き出したのかなと

いうようなところで、ぜひ今回は４期目の最

後の質問としてこの質問をさせていただきた

いと思うところでございます。 

 それでは、具体的な質問に入っていきます。 

 １項目めです。本市におけるシビックゾー

ンの観点から、公立図書館建設についての考

えを問うでございますが、本市におきまして

は2006年、平成18年３月に当時の高野口町と

１市１町で合併をいたしました。今年が2023

年ですので、もうはや17年がたとうとしてお

ります。 

 その合併時において、新市発展のための重

点施策として、３本の柱がございました。そ

の３本柱とは、保健福祉センターの建設、図

書館を核とした生涯学習施設の建設、そして、

産業振興センター（仮称）の整備でありまし

た。その中で、保健福祉センターは2013年、

平成25年に完成し、産業振興センターは高野

口の裁ち寄り処として整備をされました。あ

と残るのは公立図書館の建設でございます。 

 令和４年９月議会におきまして、庁舎の建

設及び関連事業に必要な資金を積み立てるた

めの橋本市庁舎整備基金を議会でも承認した

ところでございますが、この本庁舎や保健福

祉センター、市民会館、公立図書館の入って

いる教育文化会館など、いわゆる本市におい

てのシビックゾーンと言われているところで

ありまして、新庁舎建設に向けての基金を積

み立てていくのであれば、本市におけるシビ

ックゾーンの観点から、今後の公立図書館建

設について、どのようなお考えをお持ちであ

るのかをぜひともお聞かせいただきたいと思

います。 

 次に、２項目めの質問は、（仮称）はしもと

こどもまつりについてでございます。 

 昨年の令和４年10月頃から（仮称）はしも

とこどもまつり検討委員の公募を行われ、12

月に第１回の検討会を開催されましたが、こ

のまつりの趣旨と目的について、また、今後

の予定などについてお教えいただけたらと思

います。 

 壇上からの私の質問を終わります。明快な

るご答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君の質問項

目１、公立図書館建設に対する答弁を求めま

す。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）公立図書館

建設についてお答えします。 

 シビックゾーンには、本庁舎、北別館、教

育文化会館、市民会館、保健福祉センター、

上下水道庁舎の建物があります。本庁舎は昭

和32年に建設され、60年以上が経過し、老朽

化が進んでいます。 

 庁舎の建て替えについては、庁舎の建設及

び関連事業に必要な資金を積み立てるため、

９月議会で議決を頂き、橋本市庁舎整備基金

を設置したところです。現在、具体的な図書

館の建て替え予定はありませんが、図書館が
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配置されている教育文化会館も築47年を経過

していることから、庁舎の建設場所や規模な

どを決める基本構想の策定時には、シビック

ゾーン内の各施設の機能の在り方や規模につ

いて検討する必要があると考えています。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君、再質問

ありますか。 

 10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）ちょっと昔の話にな

るんですけれども、平成20年６月定例会で、

私のほうで、当時、保健福祉センターが建設

事業計画が出てきたわけでございますけれど

も、その質問の中で、本市におけるその当時

のシビックゾーンの構想についてお尋ねしま

した。 

 当時の企画部長がこのようにお答えになっ

ております。「平成20年度実施予定の教育文化

会館の耐震診断結果を踏まえ、今後その有効

活用を考え合わせ、少子高齢化の進展、中心

市街地の空洞化、今後の人口減少を考慮して、

コミュニティ再生や住みよいまちづくりをめ

ざした、市庁舎が中心となり得るシビックゾ

ーンの形成を図ってまいりたいと考えており

ます。ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す」というふうなご答弁を頂いたのですが、

この平成20年から市の内部の中でこのシビッ

クゾーンの構想についてどのような議論がな

されてきたのか、議論がなされてこなかった

のか、お分かりになるようでしたらお教えく

ださい。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）平成20年の

答弁をさせていただいてから現在において、

直近では９月の議会で、ただ、基金を積み立

てるその基礎となる算定をするのに必要な情

報を集めまして、１億5,000万円の基金の積立

てを令和20年までにするということで決定し

た次第なんですけれども、庁舎の建て替えの

具体な検討というのはしてきたというふうに

は認識しておりません。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）そうしましたら、ほ

かにもいろんな問題点がたくさん今までにあ

ったかと思います。図書館建設よりはもっと

重要な、先にやらなくてはならない事案がた

くさんあったのであろうというふうには認識

しているんですけれども、お答えの中で、基

本構想の策定時には、シビックゾーン内の各

施設の機能の在り方や規模について検討する

必要があるというふうにお答えいただきまし

たけれども、具体的にその検討時期というの

はだいたいいつぐらいからになるのでしょう

か、お教えください。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）検討時期で

すけれども、先ほど申したとおり、基金を創

設するにあたりまして、鉄筋コンクリート造

の目標耐用年数である80年を迎える令和20年

度を開庁年度として、目標や積立金額を設定

しているところであるんですけれども、この

令和20年度ということを想定いたしまして、

建設工事前の３年前、令和14年には基本構想

を策定することになります。ですので、その

２年前の令和12年頃から具体的な検討を行う

予定としております。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）いろいろお話を聞か

せていただいたら、まだ場所もはっきり分か

ってない、全く白紙の状態であるということ

だと思うんですけれども、橋本市内を見渡し

てみましても、今、本庁が建っているこの周

辺がシビックゾーンということでありますし、

空き地も少しありますし、また、保健福祉セ

ンターをもう既に建てましたよね。 

 保健福祉センターは保健福祉機能を置いた、

いわゆる分庁的な第２庁舎みたいな形で、保
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健福祉の機能がそこにあるということは、本

庁と保健福祉センターを毎回、何か書類を持

って職員も行き来したり、それから、本庁の

ほうに来られた市民の皆さまも、本庁では扱

っていないので保健福祉センターのほうに行

ってくださいというような形で向こうのほう

にも行っていただいたりという、そういう分

庁的な機能を保健福祉センターは果たしてい

るかと思うんですけれども、そういうことも

考えると、やっぱり市庁舎というのはここの

場所、保健福祉センターはもう既に建ってお

りますので建て替えられないので、この周辺

で考えざるを得ないのかなというふうには思

うわけです。 

 それと、先ほどおっしゃっていただいたか

もしれませんけれども、さきの総務委員会で

も、令和４年６月の市議会の総務委員会でも

報告がございましたように、図書館が入って

いる教育文化会館も昭和50年建設で、もう既

に47年が経過している。それから、市民会館

に至っては昭和43年ですので、54年が経過し

ているということでございますし、それから、

本庁の北別館も昭和42年で55年が経過してい

る。これらを一体化して、新庁舎をどこにす

るのかということも含めて考えざるを得ない

のかなというふうにも思っているわけでござ

います。 

 建設しながら、庁舎の機能も発揮しながら、

新庁舎を建設しないといけませんし、そのた

めには、どこを潰してどこに建てて、その間

は仮庁舎はどこにするのかであるとか、そう

なりますと必然的に、この市庁舎の裏側にあ

る教育文化会館であるとか、それから市民会

館も一緒に考えないと、庁舎だけを単独でど

こに建てましょうと考えるというのはいささ

かおかしな話になってまいりますので、その

ときまでには必ず考えていただけると思うん

ですけれども。 

 やっぱり、取りあえず基金は積んでおいて、

あとは、あと９年あるわけですが、あと９年

後に何とかしようというのではなくて、その

ときに一緒に、公立の図書館をどうするのか、

市民会館をどうするのかというのも考える必

要性があると思うんですけれども、その辺の

考え方をお聞かせいただきたいのと、一番懸

念しているのは、教育文化会館の一番上に図

書館があるんです。17万冊の本といったら大

変重い荷重がかかっておりますし、60年から

80年、コンクリートの耐用年数があるという

ことでございますが、あそこを耐震工事する

ときに一番懸念されることがそこだったと思

うんです、当時いた私たち議員としては。 

 だから、そういうことも含めて、９年後に

考えますというのではなくて、９年後に考え

るときに、もっと総合的なシビックゾーンと

しての在り方を考えていっていただけるのか

どうかというのについてはいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）もちろん、

今度の構想を立てる上では、今おっしゃって

いただきました、この本庁舎に加えまして教

育文化会館や市民会館、それから水道庁舎、

この今あるシビックゾーンにある施設をどの

ようにしていくかということを併せて考えて

いかなければならないと思います。その中に

は、もちろん教育文化会館に図書館がござい

ますので、図書館も含めて在り方というのを

考えていくべきかと思います。 

 ただ、先ほど申したように、令和20年を目

標としたら12年頃から検討を始めていくとい

う中で、ここから先、７年ほど先になるんで

すけれども、その７年の間には、人口の構造

であったりとか、それからデジタル化がどの

ぐらい進んでいるかとかによって、今とまた

状況が少し変わってくる場合もあると思いま

す。遅れずして検討を重ねていく中で、それ
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らを含めて検討していかなければならないな

と思っています。 

 それから、それにはやはり、市民のご意見

を聞かせていただいたりアンケートを取った

り、それから、子ども、小中学生のアンケー

トを取ったりですとか、皆さんの意見を含め

合わせて考えさせていただきまして、議員の

皆さんにも特別委員会などを設けていただき

まして、ご検討を重ねていっていただきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。大変いい考え方だと思います。 

 本当に、周辺の自治体を見てみましても、

岩出市にも大変いい図書館がございますし、

田辺市もたなべるという生涯学習機能を含ん

だ図書館、それから、和歌山市にもいい図書

館ができましたし、それから、海南市もノビ

ノスという本当に、皆さん行っていただいた

らよく分かるんですけど、本当にもうずっと

一日中遊んでいられるなというような感じの

図書館ができているわけでございますが、本

当に、本市としてはなかなかちょっと、ここ

が図書館ですと胸を張ってなかなか言いにく

いところがあるような、そういう図書館かな

というふうに思っています。 

 中身自体はすごく職員が頑張っていただい

て、充実させていただいていることは事実で

ございますけれども、いかんせんもうあのフ

ロア全部を使っていただいて、一生懸命ソフ

ト面の努力はしていただいているんですが、

やはり古いし、それから、本の冊数ももうあ

れ以上なかなか増やすことはできないですし、

もうやっぱり、図書館というのはそのまちの

文化のバロメーターというふうに言われてい

ますので、東の玄関口と言われている橋本市

が、今後、シティセールスの一つとしても図

書館は目玉になることやと思いますので、一

番後発で図書館を建てるのであれば、これは

すばらしいなというような図書館をぜひとも

建てていただきたいと思うんです。 

 教育長もおられますので、教育長として図

書館に対する思いというのは、何かどのよう

なお考えをお持ちなのかなと思います。教育

長もたしか保健福祉センターを建てるときに

教育委員会のほうにいらっしゃったかと思い

ます。 

 私の持論としては、保健福祉センターを建

てるときに、ぜひとも図書館も入れていただ

いて、複合施設として建ててほしいという要

望も議会でも何回も言わせていただいた経緯

がございますが、それもかないませんでして

今のような形になったわけでございますが、

あのときたしかパブリックコメントを市民か

ら取らせていただいたら、107件のパブリック

コメントがあったかというふうに記憶してお

ります。その中にやはり、図書館もぜひとも

作ってほしいという市民からのご要望も大変

多ございましたので、それは多分今も変わり

がないと思いますので、その辺のところを教

育長としてどのようなお考えをお持ちなのか、

ちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）ただ今のご質問にお

答えしたいと思います。 

 現在の図書館は、先ほどからもご指摘あり

ましたように、５階建ての最上階に位置する

こと、そしてまたスペースも限られている、

そんなところから、蔵書数もこれ以上多く増

やしていくということはなかなか難しい、そ

んな状況にあります。また、５階ということ

でアクセスの問題もありますし、バリアフリ

ーの課題もあろうかと思います。 

 このような様々な問題があるんですけれど

も、ソフト面や一部ハード面の工夫などをし
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ながら、これらの課題に対して取り組んでき

ているところです。しかしながら、私として

も、教育委員会としても、新しい図書館とい

うのは作っていきたいという思いを持ってお

ります。悲願でもある、そう言ってもいいか

なと、そんなふうに思っておるところです。 

 そして、図書館を建設するにあたっては、

当然のことながら、これらの課題も踏まえな

がら、どこに建設するかとか、どの程度の規

模にするか、いつ建設するか等、様々検討す

る必要があります。この辺りは先ほど総合政

策部長のほうからも答弁があったとおりかな

と、そんなふうに思います。シビックゾーン

の整備をするにあたって、関係のところと協

議していく必要があろうかと、そんなふうに

思っておるところです。 

 建設にあたっては、私の思いをこれから話

させてもらうんですけれども、なかなかその

ように実行できるかどうかは別として、私の

今の思いを話させていただきたいなと、そん

なふうに思います。 

 まず、市民の皆さまのご意見を聞くという

のは大前提なのかなと、そんなふうに思いま

す。そこで出された意見を具現化していく、

それが大切だと思います。公共図書館として

の役割はそういったところから出てくるのか

なと、そんなふうに思っております。 

 次に、橋本市はＳＤＧｓ日本モデルに賛同

しております。その取組を進めておりますの

で、ＳＤＧｓ17の目標の観点を指標に取り上

げて、私の思いを述べたいと思います。 

 まず、一つ目ですけれども、ゴールの16番

目に設定されている「平和と公正を全ての人

に」、その中のターゲットに、「情報への公共

アクセスを確保し、基本的自由を保障する」

というのがございます。情報を知る権利を保

障する図書館をめざしたいと思います。誰に

でも優しい図書館。そんなふうにも言えるか

なと、そんなふうに思います。 

 二つ目です。ゴールの４番目、「質の高い教

育をみんなに」。生涯学習、学びの場として、

市民の創造性に触れるような図書館をめざし

たいと思います。多様なクリエーションの場

であり、知識を得たり文化や芸術を創造した

りする場であるとも言えるかなと。 

 三つ目は、ゴールの17、「パートナーシップ

で目標を達成しよう」です。橋本市は協働に

よるまちづくりを進めています。図書館にも

この考え方を取り入れていきたいと思います。

一つ目、二つ目に挙げた事柄をより充実する

ためにも、協働の視点は欠かすことができま

せん。市民参画だけでなく、企業参画、大学

等の参画も得ながら、協働を取り入れていき

たいと考えています。 

 ほかにも関係する目標というのはあるかも

しれませんが、ハード、ソフト両面にこれら

の目標を具現化すること、それが市民に開か

れた、学びと文化を育む橋本市図書館になる

と考えます。 

 ＳＤＧｓ、そして、ＥＳＤで大切にしなけ

ればならないと言われている観点が六つあり

ます。多様性、相互性、有限性、公平性、連

続性、責任性です。こういったことをどう具

現化するかということを考えていくことが大

切だと思います。 

 中でも、先ほどから述べさせてもらった多

様性と公平性というのは必ず取り入れていく、

それが公共の図書館の役割でもあるかなと、

そんなふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）ありがとうございま

した。 

 本当に、教育長のお話を聞いていると、何

かすばらしい図書館ができるのではないかな

と、ちょっと夢が膨らみましたけれども、い
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かんせんまだちょっと大分日がありますので、

そのことを踏まえて、私も市民の意見を聞く

ということは一番大事なことだと思うんです。

市民の皆さまが図書館の基本構想の時点から

関わっていただくことによって、自分たちの

意見を取り入れてくださったということで、

自分たちが作った公立図書館であるという思

いが大変強くなるというふうに思います。 

 市長も新年の冒頭のあいさつで、トップダ

ウンではなくボトムアップでこれからやって

いくんだよというふうに言っていただきまし

たので、橋本市は本当にこれから市民の声を

どんどん吸い上げて、そういう大きな施策に

も市民の声を反映させていただけるような仕

組みづくりをしっかりと、これからまだ大分

ありますよね。８年あるんですかね。違う、

９年か、ありますので、しっかりやってほし

いと思います。 

 ちなみに、海南市で一番最近できましたノ

ビノスをちょっと紹介させていただきたいん

ですが、先ほど５番議員が言われた絵本の冊

数なんですが、ノビノスは何と５万冊あるそ

うです、絵本が。やっぱり、そこでも市民の

声をしっかりと聞いていらっしゃいました。 

 担当の方が小・中学校に実際に出向いて、

子どもたちの声を聞きましたというふうに言

われておりましたし、図書館機能だけでなく

て、にぎわいを創出するという施設を作りた

いということで、公園であるとか、それから

254人収容のホールであるとか、ボルダリング

ができる部屋、カフェ。カフェが今あるのは

もう新しい図書館は必需なんですが、カフェ

だけでなくて、実際、お弁当とかを外から持

ち込んで、書架が置いてあるところででも食

事ができるような図書館、図書室というのも

今はやりでございます。 

 地元の、今、子育て中のお母さん方からの

お話を聞きますと、雨の日に子どもを連れて

遊びに行くところがないんですとおっしゃっ

ておられます。やっぱり図書館が充実すると、

子どもたちを連れて雨の日にでも図書館に行

こうということで、子どもたちが絵本に触れ

合う機会も多くなりますし、絵本だけでなく

て、子どもたちが多少騒いでも、静かにしな

さいというふうに怒られるようなことがない

ようなお部屋もぜひとも作っていただきたい

と思いますし、子どもたちだけでなく、大人

との、高齢者の方々も１日来てそこで過ごし

ていただけるような、ほっとするような場所

の図書館というのも必要なのではないかなと

思います。 

 いずれにしましても、いろいろ近隣自治体

で続々とすばらしい、人がこれやったら寄っ

てくるなというような図書館がたくさんでき

ておりますので、そういうところも視察に行

っていただいて、そして、今から数年間かけ

て市民の声をしっかりと集めていただきたい

と思います。 

 いつもお願いしたいのは、市民の声を聞き

ましたよと言っても、なかなかいつも、どこ

どこの会の長の方だけで、いつも同じメンバ

ーが集まって話を聞いているということがな

いようにしていただきたいなと思っています。

話を言いたい人、もうこんなふうな図書館を

したいんやというような人がいっぱいいると

思うんです。 

 ですので、時間がたっぷりありますから、

ワールドカフェ的にワークショップ等を何回

も開催していただいて、その中で市民の声を、

小さな声ですけれども一つ一つ集めていただ

いて、その中で実現できるような形の図書館

というのをぜひとも作っていただくと、市民

が自分たちが作った図書館だというふうに、

本当に愛着も湧いてくると思います。 

 以前に、平成20年のときに私いろいろ図書

館のことについて調べさせていただきました
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ら、大分県のほうでは８年間かけて市民との

会話のキャッチボールを重ねながら、すばら

しい複合施設の図書館を作られたという事例

もございますので、この前見に行ったら、そ

こはもうまた違う面で新しい、最新の図書館

になっていたんですけれども、そういうふう

な形でしっかりと市民とのキャッチボール、

声の、意見のキャッチボールを重ねながら、

図書館の建設を進めていただきますことをお

願いして、私の一つ目の質問は終わります。 

 二つ目をお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、（仮

称）はしもとこどもまつりに対する答弁を求

めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）（仮称）はしも

とこどもまつりについてお答えします。 

 新型コロナウイルスの感染症拡大以降、外

出自粛や様々なイベントの中止などにより、

保護者の方は外で安心して子どもたちと触れ

合うことが難しくなり、また、子どもたちに

とっても様々な体験の機会を奪われることと

なりました。 

 ワクチンの接種が進み、イベントが感染防

止等対策を徹底しながら再び実施されるよう

になる中、子育て家庭や子どもたちに心から

楽しんでもらえるようなイベントを実施した

いとの思いから、昨年12月に（仮称）はしも

とこどもまつり検討会を設置し、企画してい

るところです。 

 実施日やイベント内容について確定してい

るものは現時点ではありませんが、検討にあ

たっては、従来の大人主体のイベントではな

く、子どもたちの積極的な生の声を企画に反

映したいとの思いから、22歳までの市民を対

象として公募委員を募集し、中学生１名、大

学生２名の３名に加え、橋本市青年指導員連

絡会代表者にも検討会に加わっていただきま

した。 

 各委員が所属する団体や周りの友達に、ど

んな祭りなら行ってみたいかを聞いてもらい、

親子連れや友達同士で来て楽しかった、また

来年も来たいと感じてもらえる祭りとなるよ

う企画案が出され、検討を進めています。今

後さらに聞き取りを進め、子どもたちの期待

に応えられるイベント内容を10月頃に取りま

とめ、令和６年度予算に提案したいと考えて

います。 

 子どもたちに祭りの企画や運営に関わって

もらうことはシビックプライドを育むことに

もつながるものと考えます。将来、子どもた

ちが成長して、橋本に住み、今度は自分たち

がサポートする立場として祭りに参加してく

れるような、次の世代へとバトンをつないで

いける祭りとなるよう、これからも取り組ん

でまいります。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君、再質問

ありますか。 

 10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）公募委員が中学生１

名の大学生２名ですか、本当にありがたいで

すね。そんな年頃の方々がちゃんとホームペ

ージを見て、公募委員で自分の祭りをつくっ

ていきたいという熱い思いを持って集まって

いただいて、本当にすばらしいことだと思い

ますが、学生以外の検討委員という方々はど

のような方が入っておられるのでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問にお答

えします。 

 検討会は家庭教育支援チーム、いわゆるヘ

スティアの代表の方、それから、橋本市ＰＴ

Ａ連合会代表の方、橋本市保育園こども園保

護者連合会代表の方、橋本市青年指導員連絡

会代表の方、橋本学童保育の会の代表など、
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公募委員３名を含む15名で組織されています。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）ありがとうございま

した。 

 この企画は（仮称）はしもとこどもまつり

ということでございますが、私の認識してい

るところでは、当初はサマーボールは開催し

ないということで、市長も前の予算委員会で

明言されておられましたけれども、サマーボ

ールを開催しないので、何とか子どもたちに

楽しんでもらえるような企画をということで、

検討委員を募集されたというように思ってお

ります。 

 区長連合会などからその後、花火の再開な

どについての要望を受け、また、市長もいろ

いろな、保護者などの意見も吸い上げられま

して、今回サマーボールを復活させるという

ことで当初予算のほうにも予算計上されて上

程されてございますけれども、予算が通れば

サマーボールも復活するということでござい

ますので、今後、子どもたちや親子連れを対

象としているこどもまつりというのとの差別

化が必要と考えるんです。 

 何年か前からずっといらっしゃる議員は、

経験というかご存じだと思うんですけども、

昔は保育園まつり、いわゆるこどもまつりと

いうのと、健康関連の健康まつりという二つ

の祭りがございまして、１週間ごとにそうい

うお祭りがあるので、一つにまとめて、すこ

やか橋本まなびの日というのにして、こども

まつり的なまなびの日にしようじゃないかと

いうことで、二つの祭りを一つにした経緯が

ございます。ご存じの方も多いかと思います

けれども。 

 その中で、やっぱり今回この、仮称ですけ

れども、はしもとこどもまつりというのは、

まなびの日というのとどのような違いを持た

せていかれるのかというのがちょっと私も分

からないところでございますので、検討委員

会の中でこれから詰めていかれるということ

でございますが、当局とされましてはその辺

のところをどのような思いをお持ちなのかは、

ちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のご質問にお

答えいたします。 

 すこやか橋本まなびの日は、乳幼児から高

齢者まで市民全員を対象として、豊かな感性

とたくましく生きる力を育み、生涯にわたっ

て心豊かに過ごしていくために、世代を超え

て学び、心身ともに健康な人づくり、温かい

触れ合いの地域づくりの契機とすることを目

的に、世代を超えて一緒に１日楽しんでもら

うために開催しています。 

 （仮称）はしもとこどもまつりにつきまし

ては、子育て家庭や子どもたちに心から楽し

んでもらえるようなイベントを実施したいと

いうふうに考えております。違いとしまして

は、対象年齢や開催目的が違うかなというふ

うに考えてございます。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）土井委員の質問にお答

えをします。 

 まなびの日はどちらかというと、大人の方

が実行委員会形式な形でやっていただいて、

今、教育部長が説明したとおりだと思います。 

 こどもまつりについては、例えば、中高生

が実行委員会に入ってもらって、そして、そ

の祭りの運営を中高大学生、また、子育て家

庭も含めて、主婦も含めて、そういうふうな、

ちょっと市民がつくる新たな祭りにできて、

子どもたちがそこで家族一緒に来てもらって

楽しんでもらえたら、そういう祭りにしたい

なというふうに思っています。 

 残念ながら花火は上げませんけども、そう
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いうふうに、やっぱり子どもたちが自分たち

で考えた祭りにしていく、あくまで子どもメ

インでやっていくと。やっぱり、この３年間

コロナで全て中止にしてきたこともあって、

やっぱりなかなか、この間の青年リーダーの

子ども冒険村でももう経験者がいなくて、手

探りでやったというふうなこともあります。 

 そこで私も見て思ったのが、やっぱりリー

ダーという人たちの経験も積ましていく、自

分たちで運営してもらうというところをしっ

かり考えていったほうがいいのかなと。子ど

もたちのクリエイティブさってすごいなとい

うふうに、私はいろいろ意見が出ることを楽

しみにしていますので、子どもたちが中心に

考える祭りというところに焦点を置いて、10

月までにまとまりましたら、来年度予算に組

んでいこうかなというふうに思います。 

 あくまで子どもたちが自分で考え、自分で

運営していく祭りになればなと。行政として

はそれを補助していく。そういう形を考えて

いますので、まだなかなか具体的なところは

決まっておりませんが、そういうところを逆

に、子どもたちが主役ということで考えてい

ければなというふうに思っていますので、ご

理解をよろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。本当に市長、すばらしい祭りをつくり出

していこうという、すばらしいことだと思い

ます。 

 どちらかというと、大人がこんな祭りが楽

しいやろうと言って押しつけ的にするのでは

なくて、子どもたちの意見をしっかりと尊重

しながら、子どもたちの声を聞きながら、運

営も子どもたちにしていただいてつくってい

く祭りというのは、本当に今、部長もお答え

いただきました市民のシビックプライドを育

むことに、もうまさしくそのままのことだと

思います。 

 青年リーダーもおられますし、公募委員も

３名いらっしゃいますけれども、できました

ら学校教育課との連携もしていただいて、校

長会にも話をしていただいて、そして、生徒

会の役員の子たちもそれぞれ積極的な子たち

もいるかと思います。 

 今までやっているお祭りというのは、子ど

もたち対象のお祭りというのは、年齢層がど

うしても親御さんが連れてくるような感じの、

小学校の乳幼児から小学校の低学年であると

か、一番抜けているところが小学校高学年か

ら中高生だと思うんです。 

 その子たちは多分、土曜日、日曜日とかと

いうと、クラブ活動の練習があったりとか試

合があったりとかして、なかなか祭りで遊び

に行くということが罪悪感的なものがあって、

クラブ活動のほうを優先していくというよう

なことがあるのではないかなというふうにも

懸念いたしますので、ぜひとも学校教育の現

場で、今回はこういう、市長が今熱い思いを

語っていただきましたけれども、こういう意

図を持って、このようなすばらしいこどもま

つりにしていくんだということを、学校現場

のほうでも校長会などでお話をしていただい

て、ぜひとも生徒会等も巻き込んでいただい

て、本当に子どもたちの意見をどんどん吸い

上げるようなお祭りにしていっていただきた

いと思います。 

 なかなか検討会と言って、会議室の現場で

はいと手を挙げて言える子はまだまだ少ない

かもしれませんけれども、ワークショップ形

式、ワールドカフェ形式であるとかグループ

ごとでいろいろな討議をして、その中からい

いアイデアを抽出していくというような手法

もございますので、学校現場としてのこの祭

りに対するお考えというのはいかがでしょう

か、教育長。 
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○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）まだ具体的な姿が見

えてきてない中なんですけれども、先日行い

ました校長会においても、こういった取組を

進めているので協力依頼というのをさせても

らったところです。 

 どんなふうな形で学校で取組ができるかと

いうことについては、その辺りしっかり話合

いの場を持っていきたいと思います。具体的

にこうしますというのは、ここではまだお話

しできませんけれども、ぜひ学校とも協議を

しながら、そこのところは進めていけたらと

思っております。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 まだこれからですよね。聞くところにより

ますと、この検討会の議長が大人の方がやっ

ているのではなくて、何か順番に公募委員の

子どもたちが会の議長も務めさせていただい

ているということでございますので、画期的

な検討会になるのかなというふうに思ってい

ますし、ぜひとも、検討会でそのメンバーが

決まってしまいましたら、そこで定着するの

ではなくて、検討会の下の部会とか、そうい

うところでしっかりと子どもたちの意見をも

っと広く、幅広く吸い上げて、なおかつ学校

現場もこれは市を挙げて子どもたちがつくり

上げていくお祭りなんだよという、そういう

ところを再認識していただいて、すばらしい

祭りにしていっていただくことを期待いたし

まして、私の質問を終わらせていただきます。

どうぞ、期待しておりますので、市長、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）10番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時55分まで休憩いたします。 

（午後３時41分 休憩） 

                     

（午後３時55分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番６、６番 辻本君。 

〔６番（辻本 勉君）登壇〕 

○６番（辻本 勉君）それでは、本日最後の

一般質問になります。よろしくお願いいたし

ます。１時間も要らんと思っとったんで、あ

んまり考えていなかったんですけども、よろ

しくお願いします。 

 今回、二点、行います。 

 まず、一点目は国道371号バイパスの全面供

用開始についてであります。 

 国道371号バイパスにつきましては、一部開

通はしておるんですけども、（仮称）新紀見ト

ンネルから天見までの間が開通できていない

ということで、市民の方も大変気になってお

りまして、当初の予定よりも若干というか結

構遅れとるのかなということで、今回その状

況についてお尋ねしたいなと思います。 

 国道371号バイパスについては、計画からか

なりの年月が経過した現在も全面供用がなさ

れていません。（仮称）新紀見トンネルは貫通

しているようですが、これは、貫通したのは

平成31年２月、本体工事が令和元年10月末に

終わっておりますが、いまだに供用が開始で

きません。特に大阪府側の工事が遅れている

のではないかなと思われます。 

 本市にとっては大事な府県間道路です。一

日も早い全面開通が望まれています。しかし

ながら、昨今は情報がなかなか入ってきませ

ん。状況が把握できません。よって、下記に

ついてお尋ねいたします。 

 現在の工事進捗状況について。 

 二つ目、ここ数年における両府県の予算に

ついて。予算がつかないから遅れているのか、
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それではなしに工事自体が完全に遅れている、

難しい工事があって遅れておるのか、その辺

についてを確認したいなと思っています。 

 それと三つ目、これは最後に、全面供用開

始の時期について分かる範囲で。市の工事で

はありませんので、和歌山県、大阪府の工事

になりますので若干情報が入りにくい部分も

あると思うんですけども、集めていただいて、

ご報告いただきたいなと思っております。 

 二つ目、理工農系学部の新設、学部転換大

学の誘致についてであります。 

 これは、今年１月12日に読売新聞で報道さ

れておりましたので、そのことについて気に

なりましたので、ここで質問したいなと思い

ました。 

 その新聞報道では、文部科学省はデジタル

や脱炭素など成長分野の人材を育成する理工

農系の学部を増やすため、私立大と公立大を

対象に250学部の新設や理系への学部転換を

支援する方針を固めたとの報道がありました。 

 本市は、以前ですか、もうかなり以前にな

るんですけども、大学誘致に取り組んだ経緯

があります。たまたまその頃から少子化がど

んどん進んでおりまして、大学を誘致するの

は大変難しいということで、頓挫いたしまし

た。少子化が急激に進む中で本当に、断念せ

ざるを得ませんでした。 

 今回は文部科学省が公募し、７年間にわた

り、１校当たり数億円から約20億円支援する

ということであります。本市の将来を考えた

ときに、改めてこの制度を活用する大学を誘

致することも考え、積極的に取り組んではい

かがでしょうか、提案をいたします。ご答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）６番 辻本君の質問項

目１、国道371号バイパスの全面供用開始に対

する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）国道371号バイパス

の全面供用開始についてお答えします。 

 一点目の、現在の工事進捗状況についてで

すが、一般国道371号バイパス（橋本市峠～河

内長野市石仏）区間は、和歌山県と大阪府の

交流を促進するとともに物流の効率化を実現

し、地域の活性化に寄与する高規格道路「大

阪橋本道路」に位置づけられ、重要物流道路

にも指定された重要な道路として整備が進め

られています。 

 和歌山県が施工した（仮称）新紀見トンネ

ル2.1㎞区間は平成31年２月に貫通し、令和元

年10月末に本体工事が完成しており、大阪府

側の石仏バイパスの完成に合わせて供用を開

始します。 

 大阪府側の石仏バイパス6.1㎞区間のうち、

河内長野市石仏から（仮称）新紀見トンネル

の坑口までの4.7㎞区間については大阪府に

おいて事業が進められ、このうち石仏から天

見までの3.4㎞区間は平成30年９月までに供

用されています。残る1.3㎞区間の工事状況を

富田林土木事務所に確認したところ、今年２

月末時点では橋梁やトンネル本体工事は概ね

完了し、現在、谷部の盛土工事やトンネル設

備工事を進めていると聞いています。 

 二点目の、ここ数年における両府県の予算

についてお答えします。 

 令和２年度から令和５年度の予算について

両府県に問い合わせたところ、和歌山県につ

いては、令和２年度は約１億円、令和３年度

は約２億円、令和４年度は約４億円の予算で、

令和５年度は約2,000万円の当初予算を計上

しているとのことです。また、大阪府につい

ては、令和２年度は約15億円、令和３年度は

約21億円、令和４年度は約６億円の予算で、

令和５年度は約７億円の当初予算を計上して

いるとのことです。 
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 三点目の、全面供用開始の時期についてお

答えします。 

 開通の見通しについては、2020年代前半の

供用をめざすと大阪府から聞いています。こ

のバイパス区間は、和歌山県紀北地域と大阪

府南部の社会経済活動の骨格をなす重要な区

間であるほか、災害時の緊急医療活動や物資

輸送等においても地域住民の希望と命をつな

ぐ道路となることから、早期完成は本市の悲

願でもあり、国土交通省、和歌山県、大阪府

に対し、一日も早い全線供用の要望を行って

います。 

○議長（小林 弘君）６番 辻本君、再質問

ありますか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）ありがとうございます。 

 予算がつかないので遅れているのかなと思

ったんですけども、予算はそれなりにつけて

いただいとるのでありがたいかなと思うんで

すけども、開通の見通しについては、もう以

前から2020年代前半の供用ということで聞い

ているんですけど、いつまでたっても2020年

代前半ということなんやけど、2020年代前半

といったら、21年、22年、23年、これぐらい

かなというね、前半は。次は中盤でしょう、

24年、25年、26年。それで、27年、28年、29

年に来たら後半になると僕は解釈する。一般

的にそうでしょう。 

 そうしたら、いつ聞いても2020年代なので、

ほんまにこれ大丈夫かいなという思いがあり

ますけども、市の事業ではありませんので県

と府で頑張ってもらわないかんので、それな

りに理由があろうかなと思っておりますので。 

 橋本市にとっても市民にとっても大事な道

路ですので、関心も高いので、最近、情報は

全く入ってこなかったんですけど、こないし

てやると情報を仕入れてくれるので、これか

らは議会から言わんでも、そういう情報をど

んどん仕入れてもろうて、市民に知らせてあ

げてほしいなと、このように思っていますの

で、それだけお願いしておきます。 

 一つ目は結構です。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、理

工農系学部の新設、学部転換大学の誘致に対

する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）理工農系学

部の新設、学部転換大学の誘致についてお答

えします。 

 これまで、市の公費による大学誘致に関し

ては、財政的負担や将来にわたるリスク等を

十分に検討する必要があることから、市によ

る大学誘致は難しいとの判断を示す一方で、

民間が事業主体となり学校設置に向けた取組

を進めていただくことは、本市にとって、高

等教育の視野を広げるとともに、地域の活性

化など経済波及効果もあることから、市とし

て可能な協力は検討するとの考えを示してき

ました。 

 文部科学省では新たに基金を創設し、大学

によるデジタル、グリーン等の特定成長分野

の学部設置等を支援する事業案を公表しまし

た。今後、学部新設や移転を考える大学に対

して市として具体的にどう関わることが可能

なのか、まずは国や県等関係機関から情報収

集に努め、必要に応じて国のポータルサイト

を活用するなど、情報発信についても検討し

たいと考えています。 

○議長（小林 弘君）６番 辻本君、再質問

ありますか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）これは質問するきっか

けというのは、壇上でも申し上げたとおり、

本年１月12日に新聞報道で僕は見ました。今

回しなかったんですけど、立て続けに関心の
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あることが報道されまして、16日には空き家

の管理不全是正ということで、いつも問題に

なっているんですけども、そのことも新聞報

道されていたので、こっちもやりたかったん

ですけども、ちょっと時間的なあれもあった

のでしなかったんですけども、そういうこと

で、常にこういう情報というのはやっぱり大

事なので、このことを行政マン、職員の方が

知っておられたのかどうかというのも気には

なるんですけれども、やっぱり職員として、

市で働いておれば、こういう情報というか新

聞報道で大事な問題があれば、やっぱり関心

を持って勉強していくというのか、そういう

姿勢が必要ではないのかなと思います。 

 サラリーマンというか民間企業の社員とい

うのは、常にそういう情報を仕入れて、自分

とこの企業の役に立つところに生かしておる

ということであって、行政マンもそうあるべ

きだと僕は思います。その辺は今後は十分、

職員の皆さん、そういう国や県の情報という

のは常に目を光らせて、情報を取るように心

がけていただければいいのかなというふうに

思います。 

 普通の一般大学ではとてもないじゃないで

すけども難しい部分、少子化ですし、そんな

んもう私立大学なんてとてもじゃないけど採

算が取れんかったら来ないし、もう難しい問

題もあるので駄目だと思うんですけれども、

このことについては勉強する必要性があるの

かなと思っています。 

 なるならんは別としても、本市の、何とい

うかな、地域経済の活性化とか人口減少の歯

止めとかいろんなことを考えると、このこと

は実現すれば結構プラスになるのかなと思い

ます。これも難しさはありますけども、でき

ればすごいなというふうには私は思っていま

す。 

 市所有の空き地もありますし、これから学

校は小・中学校の問題もいろいろ、統合とか

いろんな問題もかんできますと、土地が若干

空いてくる部分もあろうかなと。大学全体が

来るというたら、それはそれなりのすごい土

地が必要でありますけども、理工農系の学部

だけがこっちへ来る、橋本に来るとなれば、

それは土地もそんなむちゃくちゃ広くなくて

もいけるし、いいのかなと。 

 ほんで、特にその辺の関係でいきますと、

土地の問題も若干クリアはできるのかなと思

いますし、橋本市のことなので、大阪から引

っ張ってくると、どうしても橋本市だけでは

なしに、南海電鉄もそれなりのプラスアルフ

ァというのもあるので、やっぱりその辺とも

一応情報共有をしながら、今後ちょっと積極

的に考えてほしいなと思っています。 

 それはそれでいいので、なかなか難しい問

題なので、答弁にあったとおり、努力してい

ただいたら、情報収集していただいて、検討

できるところはしていっていただいたらいい

と思いますので、もう最後に、この辺のこと

について市長のお考えというか思いを少し聞

かせていただいて終わりたいなと思います。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）辻本議員の質問にお答

えをします。 

 大学誘致について、かなりハードルが高い

のかなというふうには思っています。先ほど

お話がありました学校の統合についても、ま

だまだこれから考えていく。条例も提案して

いますので、その中で学校用地が果たして大

学に向いているのか、また、あるいは学校の

老朽化の問題もありますので、その辺も含め

て慎重に検討していく必要があるのかなとい

うふうには思います。 

 文部科学省においては新大学はもう許可し

ないという方針がありますし、大学倒産時代
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がもう間もなくやってきます。日本の大学の

場合、やっぱりどちらかというと理数系が少

なくて文系が多い大学が多いので、大学を倒

産しないために理系に変えていこうというの

がやはり国の考え方かなと思いますし、今あ

る校舎を改修して、そこに予算を投入してい

こうというところだと思います。 

 答弁でもありましたように、そういうお声

がけがあるのであれば検討はしますけども、

ただ、うちも西部中学校の、日中の学校の関

係でもなかなか誘致も進んでいなくて、ちょ

っとだんだんマイナスになってきたかなとい

うふうなこともあります。 

 そういうことも含めて、やはり大学誘致す

ることにしても、やはり就職が、この学校へ

来たら就職があるよというところもやはり考

えていかんとあかんのかなというふうにも、

思います。 

 非常に難しい問題で、今さら山を切り開い

てということはなかなか莫大な費用がかかり

ますし、そこまでやる必要もないかなという

ふうにも思っています。民間でそういう、協

力してくれというお話があったら、協力はし

ていきたいと思います。 

 11番議員からも大学誘致についてはかなり

ご意見も頂いていますし、今できることを考

えて、建設までしてやるつもりはありません

し、学校の利活用という部分でできることが

あるのであればやっていきたいなと。 

 ただ、統合を進めていくという学校は小さ

な学校ばかりなので、果たして大学生が来て

使えるかどうかという問題もあるし、逆に、

体育館が避難所になっていますので、そこと

また、その話も考えていくということも必要

かなというふうに思っています。 

 お話がありましたら一度聞かせていただい

た中で、お受けするかどうかというのは考え

ていけばいいのかなというふうに思いますし、

今の国の補助金の内容を見ていますと、現あ

る大学の施設を改修するための補助金かなと

いうふうに認識していまして、新たに作る学

校ではその補助金が使えないのかなというふ

うにも思っていますので、もう一度、文部科

学省にも確認しながら、果たしてどういう使

い方ができるのかというのもちょっと教育委

員会のほうで調べさせて、今後そういう話が

あれば、補助金が使えるかどうか、もうなけ

れば絶対無理なので、その辺のこともしっか

り検討してまいりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）私も市費を投入してま

でする必要というか、危険性もありますし、

ないのかなと思っています。もうできるだけ

民間に乗っていくというか、市長言われたよ

うに就職の問題もあろうかと思うんですけど

も、理工になりますと、ＩＴ関係の就職とい

うことになってきますと、経済産業省では、

2030年には79万人も不足するというようなこ

とを言うていますので、こと就職に関しては

問題はないのかなと。理工系の学部があって

も就職はいけるのではないかなと、安易な考

え方ですけども、私は思っています。 

 そういうことで、市長も東京へ陳情とかい

ろいろ行かれていますので、いろんな、市長

はいろんな情報収集をされとると思うんです

けども、もうこの辺の情報収集というのはや

っぱし、職員の人がやっぱり拾ってきて、市

長に提案していくとか市長に報告するとか、

いろいろなことをやっていけたらいいのかな

と思いますので、今後ともそういう、目を光

らせていろんな情報収集に取り組んでほしい

なと思います。よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（小林 弘君）６番 辻本君の一般質

問は終わりました。 
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○議長（小林 弘君）お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめ延会し、

明３月７日午前９時30分から会議を開くこと

にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

（午後４時18分 延会） 
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